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事業報告

会社の現況
５ 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制についての取締役会決議内容の概要

（１）取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、法令の遵守にとどまらず、高い倫理観に基づいた企業活動を行うため、すべての

取締役および使用人が遵守すべきコンプライアンスに関する行動規範を定めるとともに、コ
ンプライアンス体制の継続的な強化のため、以下の体制を整備する。
① チーフ・コンプライアンス・オフィサー（CCO）を選任し、CCOは当社のコンプライ
アンス体制の確立・強化に必要な施策を立案・実施する。

② コンプライアンスを所管する部署を置き、CCOの補佐を行う。
③ 各本部にコンプライアンス本部責任者およびコンプライアンス推進者を置きコンプライ
アンスの徹底を図る。

④ 取締役・使用人が直接報告・相談できる社内外のホットライン（コンプライアンス通報
窓口）を設置し、企業活動上の不適切な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。
なお、当社は、「コンプライアンス規程」において、ホットラインに報告・相談を行っ
たことを理由として不利な取扱いをすることを禁止することにより、報告・相談を行っ
た者が不利な取扱いを受けないことを確保する。

⑤ 監査役および監査役会は、法令および定款の遵守体制に問題があると認められた場合
は、改善策を講ずるよう取締役会に求める。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役の職務執行に係る情報について、適切に保存・管理するため、以下の体制

を整備する。
① 「情報管理規程」に基づき、保存の期間や方法、事故に対する措置を定め機密度に応じ
て分類のうえ保存・管理する。
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② 「情報セキュリティ基本規程」に基づき、情報セキュリティ管理の責任者であるチー
フ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー（CISO）を任命するとともに、
各本部に情報セキュリティ責任者を置き、情報の保存および管理に関する体制を整備す
る。

③ CDO室を設置し、チーフ・データ・オフィサー（CDO）を任命するとともに、社内外
データの管理・戦略的利活用の方針およびルールを整備し、通信の秘密・個人情報等の
取扱いに関する社内管理体制を強化する。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、事業運営におけるさまざまなリスクに対し、回避、軽減その他の必要な措置を行

うため、以下の体制を整備する。
「リスク管理規程」に基づき、リスク管理部門は各部門で実施したリスクに対する評価・

分析および対策・対応についての進捗状況を取りまとめ、その結果を定期的に代表取締役等
を委員とするリスク管理委員会へ報告している。リスク管理委員会はリスク重要度およびリ
スクオーナーの決定を行い、リスクオーナーにより策定および実行される対応策の確認およ
び促進を行うことで、リスクの低減および未然防止を図る。その上でリスク管理委員会の結
果を定期的に取締役会に報告している。緊急事態発生時においては、緊急対策本部を設置
し、緊急対策本部の指示のもと、被害（損失）の極小化を図る。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、効率的な運営体制を確保するため、以下の体制を整備する。
① 「取締役会規則」を定め、取締役会の決議事項および報告事項を明確にするとともに、
「稟議規程」等の機関決定に関する規程を定め、決裁権限を明確にする。

② 業務執行の監督機能を強化し、経営の客観性を向上させるため、取締役会に独立した立
場の社外取締役を含める。

③ 取締役が取締役会において十分に審議できるようにするため、取締役会資料を事前に送
付するとともに、取締役から要請があった場合には、取締役会資料に追加・補足を行
う。

④ 「組織管理規程」を定め、業務遂行に必要な職務の範囲および責任を明確にする。
（５）当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制
当社は、「ソフトバンク企業行動憲章」等に則り、グループの基本思想・理念を共有し、

管理体制とコンプライアンスを強化するとともに、当社グループの取締役および使用人に、
グループ共通の各種規則等を適用し、以下の体制を整備する。
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① CCOは、当社グループのコンプライアンス体制を確立・強化し、コンプライアンスを
実践するにあたり、当該活動が当社グループのコンプライアンスに関する基本方針に則
したものとなるようグループ各社のCCOに対し助言・指導・命令を行う。また、当社
グループの取締役および使用人からの報告・相談を受け付けるコンプライアンス通報窓
口を設置し、企業活動上の不適切な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。な
お、当社は、「コンプライアンス規程」において、ホットラインに報告・相談を行った
ことを理由として不利な取扱いをすることを禁止することにより、報告・相談を行った
者が不利な取扱いを受けないことを確保する。

② 当社情報セキュリティ管理の責任者であるCISOを長とし、グループ各社の情報セキュ
リティ管理の責任者を構成員とするグループセキュリティ委員会を設置し、情報セキュ
リティに関する動向や計画等について、報告や情報共有を行う。

③ グループ各社の代表者からの当社に対する財務報告に係る経営者確認書の提出を義務付
けることにより、当社グループ全体としての有価証券報告書等の内容の適正性を確保す
る。

④ 内部監査部門は、過去の監査実績のほか、財務状況等を総合的に判断し、リスクが高い
と判断する当社およびグループ各社に対して監査を行う。

⑤ 当社グループにおいてリスクの管理を行い、リスクの低減およびその未然防止を図ると
ともに、緊急事態発生時においては、「リスク管理規程」に基づき、当社への即時報告
を要請するとともに、状況に応じて当社とグループ各社にて連携を取り、被害（損失）
の最小化を図る。

（６）反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、「反社会的勢力への対応に関する規程」において、社会の秩序や安全に脅威を与

える反社会的勢力とは一切の関わりを持たない方針を明示している。反社会的勢力に関する
社内の体制を整備し、責任部署を置いて全体管理を実施する。なお、反社会的勢力から不当
要求等を受けた場合は、警察等の外部専門機関と連携の上、毅然とした態度で臨み、断固と
して拒否する。
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（７）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項、取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保
に関する事項
当社は、監査役の職務を補助する組織として監査役室を設置し、専属の使用人を配置す

る。また、当該使用人の任命については監査役へ通知し、その人事異動・人事評価等は監査
役の同意を得るとともに、当該使用人への指揮・命令は監査役が行うことにより、指示の実
効性を確保する。

（８）取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体
制
取締役および使用人は、監査役または監査役会に対して遅滞なく、（ただし、会社に著し

い損害を及ぼすおそれがある事実のほか緊急を要する事項については直ちに）次の事項を報
告する。
① コンプライアンス体制に関する事項およびコンプライアンス通報窓口利用状況
② 財務に関する事項（財務報告および予算計画に対する実績状況を含む）
③ 人事に関する事項（労務管理を含む）
④ 情報セキュリティに関するリスク事項に対する職務の状況
⑤ 大規模災害、ネットワーク障害等に対する職務の状況
⑥ 内部統制の整備状況
⑦ 外部不正調査に対する職務の状況
⑧ 法令・定款違反事項
⑨ 内部監査部門による監査結果
⑩ その他会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項および監査役がその職務遂行上報告
を受ける必要があると判断した事項

（９）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 当社は、監査役が必要と認めた場合、当社グループの取締役および使用人にヒアリング
を実施する機会を設ける。また、監査役は、会計監査人や重要な子会社の監査役等との
定期的な会合を設け連携を図るとともに、重要な会議に出席する。

② 当社は、監査役に報告・相談を行ったことを理由として、報告・相談を行った者が不利
な取扱いを受けない体制を確保する。

③ 会計監査人・弁護士等に係る費用その他の監査役の職務の執行について生じる費用は、
当社が負担する。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

（１）コンプライアンスに関する事項
取締役・使用人を対象としたコンプライアンス研修を実施しているほか、コンプライアン

ス体制の強化のための情報提供、必要に応じた助言等を継続的に実施している。また、当社
および子会社の取締役・使用人が直接報告・相談できるホットラインの設置・運用を通し
て、当社のコンプライアンスの実効性確保に努めている。なお、これらの施策の効果につい
て随時検証し、改善を行っている。

（２）リスクに関する事項
「リスク管理規程」に基づき、リスク管理部門は各部門で実施したリスクに対する評価・

分析および対策・対応についての進捗状況を取りまとめ、その結果を定期的に取締役を委員
とするリスク管理委員会へ報告している。リスク管理委員会はリスク重要度およびリスクオ
ーナーの決定を行い、リスクオーナーにより策定および実行される対応策の確認および促進
を行うことでリスクの低減および未然防止を図っている。その上でリスク管理委員会の結果
を定期的に取締役会に報告している。当社グループ各社においても各社でリスクの低減およ
びその未然防止を継続的に図っている。
情報管理については、不適切な情報管理および機密情報流出の未然防止に向けた啓発活動

を実施する等、継続的な取り組みを通じて情報管理体制の強化に努めている。
（３）内部監査に関する事項

内部監査部門により、当社の法令および定款の遵守体制・リスク管理プロセスの有効性に
ついての監査を行うほか、リスクが高いと判断する当社グループ各社への監査を継続して実
施しており、監査結果を都度社長に報告している。

（４）取締役・使用人の職務執行に関する事項
「取締役会規則」「稟議規程」「組織管理規程」等の社内規程に基づき、当社の取締役・使

用人の職務執行の効率性を確保しているほか、取締役会においては十分に審議できる環境を
確保している。

（５）監査役の職務に関する事項
監査役は当社の重要な会議に出席し、必要に応じて当社および当社グループの取締役およ

び使用人にヒアリングをする機会を設けるほか、会計監査人や重要な子会社の監査役等との
定期的な会合を設け連携を継続的に図ることで、監査の実効性を確保している。

（注）本事業報告中の記載金額は表示単位未満を四捨五入、また、記載比率は表示桁未満を四捨五入して表示し
ています。
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連結持分変動計算書
（2022年３月31日に終了した１年間）

（単位：百万円）
親会社の所有者に帰属する持分

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
2021年４月１日(注) 204,309 363,773 1,066,228 △134,218
包括利益
純利益 － － 517,517 －
その他の包括利益 － － － －

包括利益合計 － － 517,517 －
所有者との取引額等
剰余金の配当 － － △403,708 －
自己株式の取得 － － － △0
自己株式の処分 － △12,556 － 27,756
企業結合による変動 － － － －
支配喪失による変動 － － － －
支配継続子会社に対する持分変動 － △288 － －
株式に基づく報酬取引 － 2,654 － －
利益剰余金から資本剰余金への振替 － 12,602 △12,602 －
その他の包括利益累計額から利益剰余金への振替 － － 966 －
その他 － △87 △498 －

所有者との取引額等合計 － 2,325 △415,842 27,756
2022年３月31日 204,309 366,098 1,167,903 △106,462

親会社の所有者に帰属する持分
非支配持分 資本合計その他の包括利益累計額 合計

2021年４月１日(注) 35,631 1,535,723 1,201,389 2,737,112
包括利益
純利益 － 517,517 66,435 583,952
その他の包括利益 8,687 8,687 18,892 27,579

包括利益合計 8,687 526,204 85,327 611,531
所有者との取引額等
剰余金の配当 － △403,708 △64,200 △467,908
自己株式の取得 － △0 － △0
自己株式の処分 － 15,200 － 15,200
企業結合による変動 － － 1,554 1,554
支配喪失による変動 － － △3,401 △3,401
支配継続子会社に対する持分変動 － △288 △6,563 △6,851
株式に基づく報酬取引 － 2,654 － 2,654
利益剰余金から資本剰余金への振替 － － － －
その他の包括利益累計額から利益剰余金への振替 △966 － － －
その他 － △585 △960 △1,545

所有者との取引額等合計 △966 △386,727 △73,570 △460,297
2022年３月31日 43,352 1,675,200 1,213,146 2,888,346

（注）「（企業結合に関する注記）」に記載の通り、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、
2021年4月1日残高の遡及修正を行っています。
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株主資本等変動計算書
（自 2021年４月

至 2022年３月
１
31
日
日）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資 本

準 備 金
そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

その他利益
剰 余 金 利 益

剰 余 金
合 計繰 越 利 益

剰 余 金
当 期 首 残 高 204,309 71,371 － 71,371 734,072 734,072 △134,218 875,534
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 － － － － 7,041 7,041 － 7,041
会計方針の変更を反映
し た 当 期 首 残 高 204,309 71,371 － 71,371 741,113 741,113 △134,218 882,575

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － － － － △403,708 △403,708 － △403,708
当 期 純 利 益 － － － － 364,219 364,219 － 364,219
自 己 株 式 の 取 得 － － － － － － △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 － － △12,602 △12,602 － － 27,757 15,155
利益剰余金から資本剰余金への振替 － － 12,602 12,602 △12,602 △12,602 － －
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － － － － － － － －
当 期 変 動 額 合 計 － － － － △52,091 △52,091 27,757 △24,334
当 期 末 残 高 204,309 71,371 － 71,371 689,022 689,022 △106,461 858,241

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 2,790 △3,640 △850 6,844 881,528
会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額 － － － － 7,041
会計方針の変更を反映
し た 当 期 首 残 高 2,790 △3,640 △850 6,844 888,569

当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － － － － △403,708
当 期 純 利 益 － － － － 364,219
自 己 株 式 の 取 得 － － － － △0
自 己 株 式 の 処 分 － － － － 15,155
利益剰余金から資本剰余金への振替 － － － － －
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,616 1,329 △1,287 2,439 1,152
当 期 変 動 額 合 計 △2,616 1,329 △1,287 2,439 △23,182
当 期 末 残 高 174 △2,311 △2,137 9,283 865,387
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連結注記表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）
１．連結計算書類の作成基準
当社グループの連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準

（以下「IFRS」）に準拠して作成しています。なお、本連結計算書類は、同項後段の規定によ
り、IFRSで求められる開示項目の一部を省略しています。
なお、本連結注記表において、文脈上別異に解される場合または別段の記載がある場合を除
き、以下の社名または略称は以下の意味を有します。

社名または略称 意味
当社 ソフトバンク㈱（単体）
当社グループ ソフトバンク㈱および子会社
SBG ソフトバンクグループ㈱（単体）

２．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 245社
（2）主要な連結子会社の名称

Wireless City Planning㈱、SB C&S㈱、Zホールディングス㈱、ヤフー㈱、
アスクル㈱、㈱ZOZO、㈱一休、PayPay銀行㈱（注１）、PayPayカード㈱（注２）、
LINE㈱、LINE SOUTHEAST ASIA CORP.PTE.LTD.、LINE Pay㈱、
LINE Plus Corporation、SBペイメントサービス㈱、Aホールディングス㈱
（注１）PayPay銀行㈱は、2021年４月５日に㈱ジャパンネット銀行から社名変更してい

ます。
（注２）PayPayカード㈱は、2021年10月１日にワイジェイカード㈱から社名変更して

います。
（3）新たに連結子会社となった主な会社の名称および新規連結の理由

該当事項はありません。
（4）連結の範囲から除外された主な会社の名称および連結除外の理由

ワイジェイFX㈱ 株式売却による
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３．持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用会社の数 68社
（2）主要な持分法適用会社の名称

WeWork Japan合同会社、PayPay㈱、㈱出前館
（3）新たに持分法適用会社となった主な会社の名称および持分法適用の理由

該当事項はありません。
（4）持分法適用の範囲から除外された主な会社の名称および持分法除外の理由

㈱Ｔポイント・ジャパン 株式売却による

４．会計方針に関する事項
（1）金融資産および金融負債の評価基準および評価方法
ａ．金融商品

金融資産および金融負債は、当社グループが金融商品の契約上の当事者になった時点で
認識しています。
金融資産および金融負債は当初認識時において公正価値で測定しています。純損益を通

じて公正価値で測定する金融資産（以下「FVTPLの金融資産」）および純損益を通じて公
正価値で測定する金融負債（以下「FVTPLの金融負債」）を除き、金融資産の取得および
金融負債の発行に直接起因する取引コストは、当初認識時において、金融資産の公正価値
に加算または金融負債の公正価値から減算しています。FVTPLの金融資産およびFVTPLの
金融負債の取得に直接起因する取引コストは純損益で認識しています。

ｂ．非デリバティブ金融資産
非デリバティブ金融資産は、「償却原価で測定する金融資産」、「その他の包括利益を通

じて公正価値で測定する負債性金融資産」（以下「FVTOCIの負債性金融資産」）、「その他
の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産」（以下「FVTOCIの資本性金融
資産」）、「FVTPLの金融資産」に分類しています。この分類は、金融資産の性質と目的に
応じて、当初認識時に決定しています。

（a）償却原価で測定する金融資産
以下の要件がともに満たされる場合に「償却原価で測定する金融資産」に分類してい

ます。
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・契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とす
る事業モデルの中で保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキ
ャッシュ・フローが所定の日に生じる。
当初認識後、償却原価で測定する金融資産は実効金利法による償却原価から必要な場

合には減損損失を控除した金額で測定しています。実効金利法による利息収益は純損益
で認識しています。

（b）FVTOCIの負債性金融資産
以下の要件がともに満たされる場合に「FVTOCIの負債性金融資産」に分類していま

す。
・契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事業モ
デルの中で保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキ
ャッシュ・フローが所定の日に生じる。
当初認識後、FVTOCIの負債性金融資産は公正価値で測定し、公正価値の変動から生

じる評価損益は、その他の包括利益で認識しています。その他の包括利益として認識し
た金額は、認識を中止した場合、その累計額を純損益に振り替えています。FVTOCIの
負債性金融資産に分類された貨幣性金融資産から生じる為替差損益、FVTOCIの負債性
金融資産に係る実効金利法による利息収益は、純損益で認識しています。

（c）FVTOCIの資本性金融資産
資本性金融資産のうち特定の投資については、当初認識時に公正価値の変動を純損益

ではなくその他の包括利益で認識するという取消不能な選択を行っており、「FVTOCI
の資本性金融資産」に分類しています。当初認識後、FVTOCIの資本性金融資産は公正
価値で測定し、公正価値の変動から生じる評価損益は、その他の包括利益で認識してい
ます。
認識を中止した場合、もしくは著しくまたは長期に公正価値が取得原価を下回る場合

に、その他の包括利益を通じて認識された利得または損失の累計額を直接利益剰余金へ
振り替えています。なお、FVTOCIの資本性金融資産に係る受取配当金は、純損益で認
識しています。
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（d）FVTPLの金融資産
上記の「償却原価で測定する金融資産」、「FVTOCIの負債性金融資産」および

「FVTOCIの資本性金融資産」のいずれにも分類しない場合、「FVTPLの金融資産」に分
類しています。なお、いずれの金融資産も、会計上のミスマッチを取り除くあるいは大
幅に削減させるために純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定していませ
ん。
当初認識後、FVTPLの金融資産は公正価値で測定し、公正価値の変動から生じる評価

損益、配当収益および利息収益は純損益で認識しています。

（e）金融資産の減損
償却原価で測定する金融資産、FVTOCIの負債性金融資産およびIFRS第15号「顧客

との契約から生じる収益」に基づく契約資産に係る予想信用損失について、貸倒引当金
を認識しています。当社グループは、期末日および各四半期末日ごとに、金融資産に係
る信用リスクが当初認識時点から著しく増加しているかどうかを評価しています。金融
資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、金融資産に係
る貸倒引当金を12カ月の予想信用損失と同額で測定しています。一方、金融資産に係
る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合、または信用減損金融資産につ
いては、金融資産に係る貸倒引当金を全期間の予想信用損失と同額で測定しています。
ただし、営業債権、契約資産および貸出コミットメントについては常に貸倒引当金を全
期間の予想信用損失と同額で測定しています。
予想信用損失は、以下のものを反映する方法で見積もっています。
・一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金
額
・貨幣の時間価値
・過去の事象、現在の状況および将来の経済状況の予測についての、報告日において
過大なコストや労力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報
当該測定に係る貸倒引当金の繰入額およびその後の期間において、貸倒引当金を減額

する事象が発生した場合は、貸倒引当金戻入額を純損益で認識しています。
金融資産の全体または一部分を回収するという合理的な予想を有していない場合に

は、当該金額を貸倒引当金と相殺して帳簿価額を直接減額しています。
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（f）金融資産の認識の中止
当社グループは、金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消

滅した場合、または金融資産を譲渡し、その金融資産の所有に係るリスクと経済価値を
実質的にすべて移転した場合に、当該金融資産の認識を中止しています。

ｃ．非デリバティブ金融負債
非デリバティブ金融負債は、「FVTPLの金融負債」または「償却原価で測定する金融負

債」に分類し、当初認識時に分類を決定しています。
非デリバティブ金融負債は、１つ以上の組込デリバティブを含む混合契約全体について

FVTPLの金融負債に指定した場合に、FVTPLの金融負債に分類します。当初認識後、
FVTPLの金融負債は公正価値で測定し、公正価値の変動から生じる評価損益および利息費
用は純損益で認識しています。
償却原価で測定する金融負債は当初認識後、実効金利法による償却原価で測定していま

す。
金融負債は義務を履行した場合、もしくは債務が免責、取消しまたは失効となった場合

に認識を中止しています。

ｄ．デリバティブおよびヘッジ会計
（a）デリバティブ

当社グループは、為替レートおよび金利によるリスクをヘッジするため、先物為替予
約および金利スワップなどのデリバティブ取引を利用しています。
デリバティブは、デリバティブ取引契約が締結された日の公正価値で当初認識してい

ます。当初認識後は、期末日の公正価値で測定しています。デリバティブの公正価値の
変動額は、ヘッジ手段として指定していないまたはヘッジが有効でない場合は、直ちに
純損益で認識しています。ヘッジ指定していないデリバティブ金融資産は「FVTPLの金
融資産」に、ヘッジ指定していないデリバティブ金融負債は「FVTPLの金融負債」にそ
れぞれ分類しています。

（b）ヘッジ会計
当社グループは、一部のデリバティブ取引についてヘッジ手段として指定し、キャッ

シュ・フロー・ヘッジとして会計処理しています。
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当社グループは、ヘッジ開始時に、ヘッジ会計を適用しようとするヘッジ関係ならび
にヘッジを実施するに当たってのリスク管理目的および戦略について、正式に指定およ
び文書化を行っています。また、ヘッジ手段がヘッジ対象期間において関連するヘッジ
対象の公正価値やキャッシュ・フローの変動に対して高度に相殺効果を有すると見込ま
れるかについて、ヘッジ開始時とともに、その後も継続的に評価を実施しています。
具体的には、以下の要件のすべてを満たす場合においてヘッジが有効と判断していま

す。
ⅰ．ヘッジ対象とヘッジ手段との間に経済的関係があること
ⅱ．信用リスクの影響が、当該経済的関係から生じる価値変動に著しく優越するもの
ではないこと

ⅲ．ヘッジ関係のヘッジ比率が、実際にヘッジしているヘッジ対象の量とヘッジ対象
の当該量を実際にヘッジするために使用しているヘッジ手段の量から生じる比率
と同じであること

なお、ヘッジ関係がヘッジ比率に関するヘッジ有効性の要件に合致しなくなったとし
ても、リスク管理目的に変更がない場合は、ヘッジ関係が再び有効となるようヘッジ比
率を調整しています。
キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定され、かつその要件を満たすデリバティブの

公正価値の変動の有効部分はその他の包括利益で認識し、その他の包括利益累計額に累
積しています。その他の包括利益累計額は、ヘッジ対象のキャッシュ・フローが純損益
に影響を与えるのと同じ期間に、ヘッジ対象に関連する連結損益計算書の項目で純損益
に振り替えています。デリバティブの公正価値の変動のうち非有効部分は直ちに純損益
で認識しています。
ヘッジ対象である予定取引が非金融資産または非金融負債の認識を生じさせるもので

ある場合には、以前にその他の包括利益で認識したその他の包括利益累計額を振り替
え、非金融資産または非金融負債の当初認識時の取得原価の測定に含めています。
ヘッジ手段が消滅、売却、終了または行使された場合など、ヘッジ関係が適格要件を

満たさなくなった場合にのみ将来に向かってヘッジ会計を中止しています。
ヘッジ会計を中止した場合、その他の包括利益累計額は引き続き資本で計上し、予定

取引が最終的に純損益に認識された時点において純損益として認識しています。予定取
引がもはや発生しないと見込まれる場合には、その他の包括利益累計額は直ちに純損益
で認識しています。
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（c）組込デリバティブ
主契約である非デリバティブ金融資産に組み込まれているデリバティブ（組込デリバ

ティブ）は、主契約から分離せず、混合契約全体を一体のものとして会計処理していま
す。
主契約である非デリバティブ金融負債に組み込まれているデリバティブ（組込デリバ

ティブ）は、組込デリバティブの経済的特徴とリスクが主契約の経済的特徴とリスクに
密接に関連せず、組込デリバティブを含む金融商品全体がFVTPLの金融負債に分類され
ない場合には、組込デリバティブを主契約から分離し、独立したデリバティブとして会
計処理しています。組込デリバティブを主契約から分離することを要求されているもの
の、取得時もしくはその後の期末日現在のいずれかにおいて、その組込デリバティブを
分離して測定できない場合には、混合契約全体をFVTPLの金融負債に指定し会計処理し
ています。

（2）棚卸資産の評価基準および評価方法
棚卸資産は、原価と正味実現可能価額のいずれか低い金額で測定しています。棚卸資産

は、主として携帯端末およびアクセサリーから構成され、原価は、購入原価ならびに現在の
場所および状態に至るまでに発生したその他の全ての原価を含めています。原価は、主とし
て移動平均法を用いて算定しています。
正味実現可能価額は、通常の事業の過程における見積販売価格から、販促活動や販売およ

び配送に係る見積費用を控除して算定しています。
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（3）有形固定資産および無形資産の評価基準、評価方法および減価償却または償却の方法
ａ．有形固定資産

有形固定資産の測定には原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額および減損
損失累計額を控除した金額で測定しています。取得原価には、当該資産の取得に直接付随
する費用、解体・除去および設置場所の原状回復費用の当初見積額を含めています。
減価償却費は、償却可能価額を各構成要素の見積耐用年数にわたって、主として定額法

により算定しています。償却可能価額は、資産の取得価額から残存価額を差し引いて算出
しています。土地および建設仮勘定は減価償却を行っていません。
主要な有形固定資産項目ごとの見積耐用年数は、以下の通りです。

建物及び構築物
建物 20～50年
構築物 10～50年
建物附属設備 ３～22年
通信設備
無線設備、交換設備および
その他のネットワーク設備 ５～15年
通信用鉄塔 10～42年
その他 ５～30年
器具備品
リース携帯端末 ２～３年
その他 ２～20年

上記のうち、貸手のオペレーティング・リースの対象となっている主な資産は、リース
携帯端末です。
資産の減価償却方法、耐用年数および残存価額は各連結会計年度末に見直し、変更があ

る場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しています。

ｂ．無形資産
無形資産の測定には原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額および減損損失累計

額を控除した金額で測定しています。
個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しています。企業結合により

取得した無形資産は、当初認識時にのれんとは区分して認識し、支配獲得日の公正価値で
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測定しています。当社グループ内部で発生した研究開発費は、資産計上の要件を満たす開
発活動に対する支出（自己創設無形資産）を除き、発生時に費用として認識しています。
自己創設無形資産は当初認識時において、資産計上の要件をすべて満たした日から、開発
完了までに発生した支出の合計額で測定しています。
耐用年数を確定できない無形資産を除き、無形資産は各資産の見積耐用年数にわたっ

て、顧客基盤は主に定額法または級数法により、それ以外の無形資産は定額法により償却
を行っています。
耐用年数を確定できる主要な無形資産項目ごとの見積耐用年数は、以下の通りです。

ソフトウエア ５～10年
顧客基盤 11～25年
周波数関連費用 18年
その他 ２～20年

周波数関連費用は、当社が割り当てを受けた周波数において、電波法に基づき当社が負
担する金額であり、終了促進措置により既存の周波数利用者が他の周波数帯へ移行する際
に発生する費用等が含まれます。なお、耐用年数は過去の周波数利用実績に基づいて見積
もっています。また、当連結会計年度より周波数移行費用から周波数関連費用に名称を変
更しています。
資産の償却方法、耐用年数および残存価額は各連結会計年度末に見直し、変更がある場

合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しています。
耐用年数を確定できない無形資産は、償却は行わず、各連結会計年度の一定時期もしく

は減損の兆候を識別したときに、その資産またはその資産が属する資金生成単位で減損テ
ストを実施しています。
当社グループの耐用年数を確定できない無形資産の主なものは「ソフトバンク」ブラン

ドに係る商標利用権、「Yahoo!」および「Yahoo! JAPAN」に関連する日本での商標権、
「ZOZO」ブランドに係る商標権および「LINE」ブランドに係る商標権です。
なお、当社グループは無形資産のリース取引に対して、IFRS第16号を適用していませ

ん。
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ｃ．リース
当社グループは、契約の開始時に、契約がリースまたはリースを含んだものであるのか

どうかを判定しています。また、リース期間は、リースの解約不能期間に、行使すること
が合理的に確実な延長オプションの対象期間および行使しないことが合理的に確実な解約
オプションの対象期間を加えたものとしています。

(借手側)
（a）使用権資産

使用権資産をリース開始日に認識しています。使用権資産は取得原価で当初測定を行
っており、当該取得原価は、リース負債の当初測定の金額、リース開始日以前に支払っ
たリース料から受け取ったリース・インセンティブを控除したもの、発生した当初直接
コスト、および原資産の解体および除去費用、原資産または原資産が設置された敷地の
原状回復費用の見積りの合計で構成されています。
使用権資産は当初測定後、原資産の所有権の移転が確実である場合には見積耐用年数

で、確実でない場合はリース期間とリース資産の見積耐用年数のいずれか短い期間にわ
たり、定額法を用いて減価償却しています。使用権資産の見積耐用年数は有形固定資産
と同様の方法で決定しています。また、使用権資産は、取得原価から減価償却累計額お
よび減損損失累計額を控除した金額で測定しています。

（b）リース負債
リース負債はリースの開始日に認識し、リースの開始日以降、リース期間にわたって

将来支払われるリース料の現在価値で当初測定しています。現在価値計算においては、
リースの計算利子率が容易に算定できる場合、当該利子率を割引率として使用し、そう
でない場合は追加借入利子率を使用しています。
リース負債の測定に含まれているリース料は、主に固定リース料、延長オプションの

行使が合理的に確実である場合の延長期間のリース料、およびリース期間が借手による
リース解約オプションの行使を反映している場合のリースの解約に対するペナルティの
支払額で構成されています。
当初測定後、リース負債は実効金利法を用いて償却原価で測定しています。そのうえ

で、指数またはレートの変更により将来のリース料に変更が生じた場合、残価保証に基
づいた支払金額の見積りに変更が生じた場合、または延長オプションや解約オプション
の行使可能性の評価に変更が生じた場合、リース負債を再測定しています。
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リース負債が再測定された場合には、リース負債の再測定の金額を使用権資産の修正
として認識しています。ただし、リース負債の再測定による負債の減少額が使用権資産
の帳簿価額より大きい場合、使用権資産をゼロまで減額したあとの金額は純損益で認識
します。

(貸手側)
（a）リースの分類

当社グループでは、リース契約開始時にリースがファイナンス・リースかオペレーテ
ィング・リースかの判定を行っています。
リース取引は、原資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場

合、ファイナンス・リース取引に分類し、そうでない場合はオペレーティング・リース
取引に分類しています。リース期間が原資産の経済的耐用年数の大部分を占めている場
合やリース料の現在価値が資産の公正価値のほとんどすべてとなる場合などは、資産の
所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてが移転していると判断しています。

（b）サブリースの分類
当社グループがサブリース契約の当事者である場合、ヘッドリース(借手側)とサブリ

ース(貸手側)は別個に会計処理します。サブリースをファイナンス・リースかオペレー
ティング・リースかに分類する際は、リース対象資産ではなく、当社グループがヘッド
リースにおいて認識している使用権資産のリスクと経済価値や耐用年数などを検討しま
す。

（c）認識および測定
ファイナンス・リース取引におけるリース債権は、リースと判定された時点で満期ま

での正味リース投資未回収額を債権として計上しています。リース料受取額は、金融収
益と元本の回収部分に按分します。リース債権は実効金利法による償却原価で測定して
おり、実効金利法による利息収益は純損益として認識しています。
オペレーティング・リースによるリース料については、定額法により収益として認識

しています。
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（4）のれんの会計処理
当初認識時におけるのれんの測定は、「（8）企業結合の会計処理」に記載しています。の

れんは、取得原価から減損損失累計額を控除した金額で測定しています。
のれんは償却を行わず、配分した事業セグメントに減損の兆候がある場合、および減損の

兆候の有無に関わらず各連結会計年度の一定時期に、減損テストを実施しています。減損に
ついては「（5）有形固定資産、使用権資産、無形資産およびのれんの減損」に記載していま
す。
関連会社または共同支配企業に対する投資額の取得原価が、取得日に認識された識別可能

な資産および負債の正味の公正価値の当社グループ持分を超える金額は、のれんとして認識
し、当該会社に対する投資の帳簿価額に含めています。
当該のれんは区分して認識されないため、のれん個別での減損テストは実施していませ

ん。これに代わり、関連会社または共同支配企業に対する投資の総額を単一の資産として、
投資が減損している可能性を示唆する客観的な証拠が存在する場合に、減損テストを実施し
ています。

（5）有形固定資産、使用権資産、無形資産およびのれんの減損
ａ．有形固定資産、使用権資産および無形資産の減損

当社グループでは、各報告期間の末日現在において、有形固定資産、使用権資産および
無形資産が減損している可能性を示す兆候の有無を判断しています。
減損の兆候がある場合には、回収可能価額の見積りを実施しています。個々の資産の回

収可能価額を見積もることができない場合には、その資産の属する資金生成単位の回収可
能価額を見積もっています。資金生成単位は、他の資産または資産グループからおおむね
独立したキャッシュ・イン・フローを生み出す最小単位の資産グループとしています。
耐用年数を確定できない無形資産および未だ利用可能でない無形資産は、減損の兆候が

ある場合、および減損の兆候の有無に関わらず各連結会計年度の一定時期に、減損テスト
を実施しています。
回収可能価額は、処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方で算定して

います。使用価値は、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間価値およびその資産の固
有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて現在価値に割り引いて算定しています。
資産または資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、その帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、減損損失は純損益で認識しています。
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のれん以外の資産における過年度に認識した減損損失については、期末日において、減
損損失の減少または消滅を示す兆候の有無を判断しています。減損の戻入れの兆候がある
場合には、その資産または資金生成単位の回収可能価額の見積りを行っています。回収可
能価額が、資産または資金生成単位の帳簿価額を上回る場合には、回収可能価額と過年度
に減損損失が認識されていなかった場合の償却または減価償却控除後の帳簿価額とのいず
れか低い方を上限として、減損損失の戻入れを実施しています。

ｂ．のれんの減損
のれんは、企業結合のシナジーから便益を享受できると期待される事業セグメントに配

分し、その事業セグメントに減損の兆候がある場合、および減損の兆候の有無に関わらず
各連結会計年度の一定時期に、減損テストを実施しています。減損テストにおいて事業セ
グメントに帰属する資産グループの回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失
は事業セグメントに配分されたのれんの帳簿価額から減額し、次に事業セグメントにおけ
るその他の資産の帳簿価額の比例割合に応じて各資産の帳簿価額から減額しています。
のれんの減損損失は純損益に認識し、その後の期間に戻入れは行いません。

（6）重要な引当金の計上基準
引当金は、当社グループが過去の事象の結果として、現在の法的債務または推定的債務を

負い、債務の決済を要求される可能性が高く、かつその債務の金額について信頼性のある見
積りが可能な場合に認識しています。
引当金は、期末日における債務に関するリスクと不確実性を考慮に入れた見積将来キャッ

シュ・フローを貨幣の時間価値およびその負債に特有のリスクを反映した税引前の利率を用
いて現在価値に割り引いて測定しています。
当社グループは引当金として、主に資産除去債務、契約損失引当金および利息返還損失引

当金を認識しています。
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（7）収益の認識基準
ａ．収益
コンシューマ事業
コンシューマ事業における収益は、主に個人顧客向けのモバイルサービスおよび携帯端

末の販売、ブロードバンドサービス収入、でんき収入からなります。
（a）モバイルサービスおよび携帯端末の販売

当社グループは契約者に対し音声通信、データ通信および関連するオプションサービ
スからなるモバイルサービスを提供するとともに、顧客に対し携帯端末の販売を行って
います。
モバイルサービスにおける収益は、主に月額基本使用料および通信料収入（以下「モ

バイルサービス収入」）と手数料収入により構成されます。また、携帯端末の販売にお
ける収益（以下「携帯端末売上」）は、契約者および代理店に対する携帯端末の売上お
よびアクセサリー類の売上から構成されます。
上記取引の商流としては、当社グループが代理店に対して携帯端末を販売し、代理店

を通じて契約者と通信契約の締結を行うもの（以下「間接販売」）と、当社グループが
契約者に対して携帯端末を販売し、直接通信契約の締結を行うもの（以下「直接販売」）
からなります。
モバイルサービスにおいては、契約者との契約条件に基づいて、契約の当事者が現在

の強制可能な権利および義務を有している期間を契約期間としています。また、契約者
に契約を更新するオプションを付与しており、かつ、当該オプションが契約者へ「重要
な権利」を提供すると判断した場合には、当該オプションを別個の履行義務として識別
しています。なお、当社グループは、履行義務として識別したオプションの独立販売価
格を見積ることの実務的代替として、提供すると予想される通信サービスおよびそれに
対応する予想対価を参照して、取引価格を当該オプションに関連する通信サービスに配
分しています。
モバイルサービス料は、契約者へ月次で請求され、概ね一か月以内に支払期限が到来

します。間接販売の携帯端末代金は、代理店への販売時に代理店へ請求され、その後、
概ね一か月以内に支払期限が到来します。また、直接販売の携帯端末代金は、販売時に
全額支払う一括払いと、割賦払い期間にわたって月次で請求され、概ね一か月以内に支
払期限が到来する割賦払いがあります。当社では、定量的および定性的な分析の結果、
これらの取引価格には、支払時期による重大な金融要素は含まれていないと判断してお
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り、当該金融要素について調整していません。なお、当社では、収益を認識した時点と
支払いまでの期間が一年以内の場合に重大な金融要素の調整を行わない実務上の便法を
使用しています。
当社では、モバイルサービスおよび携帯端末の販売において、契約開始後の一定期間

については返品および返金の義務を負っています。返品および返金の義務は、過去の経
験に基づいて、商品およびサービスの種類ごとに金額を見積り、取引価格から控除して
います。
当社では、携帯端末に関してオプションの追加保証サービスを提供しており、これら

のサービスが提供されている契約においては、これらを別個の履行義務とし、契約者に
サービスを提供した時点で収益として認識しています。
ⅰ．間接販売

携帯端末売上は、代理店が携帯端末に対する支配を獲得したと考えられる代理店
への引き渡し時点で収益として認識しています。間接販売に関わる代理店は契約履
行に対する主たる責任を有しており、在庫リスクを負担し、独立して独自の価格設
定を行うことができます。したがって、当社グループは代理店が間接販売に対して
本人として行動しているものと判断しています。
モバイルサービスにおける履行義務は、契約期間にわたって毎月一定の通信量を

顧客に提供することであるため、モバイルサービス収入は、契約期間にわたる時の
経過に応じて、収益として認識しています。また、通信料金からの割引について
は、毎月のモバイルサービス収入から控除しています。なお、代理店に対して支払
われる手数料のうち、携帯端末の販売に関する手数料は収益から控除しています。

ⅱ．直接販売
直接販売の場合、携帯端末売上、モバイルサービス収入および手数料収入は一体

の取引であると考えられるため、取引価格の合計額を携帯端末およびモバイルサー
ビスの独立販売価格の比率に基づき、携帯端末売上およびモバイルサービス収入に
配分します。なお、モバイルサービス収入に関する通信料金の割引は、取引価格の
合計額から控除しています。また、上記の価格配分の結果、携帯端末販売時点にお
いて認識された収益の金額が契約者から受け取る対価の金額よりも大きい場合に
は、差額を契約資産として認識し、モバイルサービスの提供により請求権が確定し
た時点で営業債権へと振り替えています。また、携帯端末販売時点において認識さ
れた収益の金額が契約者から受け取る対価の金額よりも小さい場合には、差額を契
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約負債として認識し、モバイルサービスの提供に応じて取り崩し、収益として認識
しています。
携帯端末売上およびモバイルサービス収入の独立販売価格は、契約開始時におい

て携帯端末およびモバイルサービスを独立して顧客に販売する場合に観察可能な価
格を利用しています。
携帯端末売上に配分された金額は、契約者が携帯端末に対する支配を獲得したと

考えられる契約者への引き渡し時点で収益として認識しています。モバイルサービ
スにおける履行義務は、契約期間にわたって毎月一定の通信量を顧客に提供するこ
とであるため、モバイルサービス収入に配分された金額は、契約期間にわたる時の
経過に応じて、収益として認識しています。
なお、契約資産は、連結財政状態計算書上、「その他の流動資産」に含めて表示

しています。

（b）ブロードバンドサービス
ブロードバンドサービスにおける収益は、主にインターネット接続に関する月額基本

使用料および通信料収入（以下「ブロードバンドサービス収入」）と手数料収入により
構成されます。
ブロードバンドサービス収入は、契約者にサービスを提供した時点で、固定の月額料

金および従量料金に基づき収益を認識しています。契約事務手数料収入は受領時に契約
負債として認識し、ブロードバンドサービスの提供に応じて取り崩し、収益として認識
しています。

（c）でんき
でんきにおける収益は、「おうちでんき」を始めとする電力の売買・供給および売買

の仲介サービスからなります。電力の供給（小売りサービス）は、契約者にサービスを
提供した時点で、固定の月額料金および従量料金に基づき収益を認識しています。

法人事業
法人事業における収益は、主に法人顧客向けのモバイルサービス、携帯端末レンタルサ

ービス、固定通信サービスおよびソリューション等の収入からなります。
（a）モバイルサービスおよび携帯端末レンタルサービス

モバイルサービスからの収益は、主にモバイルサービス収入と手数料収入により構成
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されます。携帯端末レンタルサービスは、当社グループのモバイルサービスを受けるこ
とを条件に提供されるものであり、これらの取引から発生する対価を、携帯端末リース
と通信サービスの公正価値を基に、リースとそれ以外に配分しています。公正価値は、
端末を個別に販売した場合の価格および通信サービスを個別に提供した場合の価格とし
ています。リース以外に配分された対価は、契約者にサービスを提供した時点で、固定
の月額料金および従量料金に基づき収益を認識しています。

（b）固定通信サービス
固定通信サービスにおける収益は、主に音声伝送サービスおよびデータ伝送サービス

からなります。固定通信サービス収入は、契約者にサービスを提供した時点で、固定の
月額料金および従量料金に基づき収益を認識しています。

（c）ソリューション等
ソリューション等における収益は、主に機器販売サービス、エンジニアリングサービ

ス、マネージドサービス、データセンターサービス、クラウドサービスからなります。
ソリューション等は、契約者が支配を獲得したと考えられる契約者への引き渡し時点

もしくはサービスを提供した時点で、契約者から受け取る対価に基づき収益を認識して
います。

流通事業
流通事業における収益は、主に法人顧客向けのICT、クラウド、IoTソリューション等

に対応したハードウエア、ソフトウエア、サービスなどの商材、個人顧客向けのモバイル
アクセサリー、PCソフトウエア、IoTプロダクト等の商材の販売からなります。
流通事業の収益は、顧客が物品等に対する支配を獲得したと考えられる顧客への引き渡

し時点で収益として認識しています。
なお、当社グループが第三者のために代理人として取引を行っている場合には、顧客か

ら受け取る対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を表示していま
す。
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ヤフー・LINE事業
ヤフー・LINE事業における収益は、主にメディア事業とコマース事業の収入からなりま
す。
（a）メディア事業

メディア事業は、主に広告商品の企画・販売・掲載をするための各サービスの企
画・運営、情報掲載サービスの提供およびその他法人向けのサービスを提供していま
す。主な収益は、ヤフー広告サービス、LINE広告サービスの収入により構成されま
す。

ⅰ．ヤフー広告サービス
主に広告主向けにヤフー広告サービスを提供しており、検索広告、ディスプレイ広

告等から構成されます。
検索広告は、ウェブサイト閲覧者が検索広告をクリックした時点で、顧客が設定し

たクリック料金に基づき収益を認識しています。
ディスプレイ広告は、ディスプレイ広告(予約型)およびディスプレイ広告(運用型)

からなります。
ディスプレイ広告(予約型)は、ウェブサイト上に広告が掲載される期間にわたって

収益を認識しています。
ディスプレイ広告(運用型)は、ウェブサイト閲覧者がコンテンツページ上の広告を

クリックした時点で、顧客が設定したクリック料金に基づき収益を認識しています。

ⅱ．LINE広告サービス
主に広告主向けにLINE広告サービスを提供しており、ディスプレイ広告、アカウン
ト広告等から構成されます。
ディスプレイ広告は、契約条件で規定されたインプレッション、ビュー、クリック

等の特定のアクションを充足した時点で収益を認識しています。
アカウント広告は、主にLINE公式アカウント、LINEスポンサードスタンプから構

成されます。
LINE公式アカウントは、契約期間にわたりLINE公式アカウント登録利用の収益を

認識しています。
LINEスポンサードスタンプは、契約期間にわたり収益を認識しています。
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（b）コマース事業
コマース事業は、主に中小企業や個人向けにインターネットを介して商品の販売

やサービスの企画・提供をしています。主な収益は、アスクルグループの物品販売サ
ービス、「ZOZOTOWN」や「ヤフオク!」等のeコマース関連サービス、「Yahoo!プ
レミアム」等の会員向けサービスの収入により構成されます。

ⅰ．アスクルグループの物品販売サービス
アスクルグループは、オフィス関連商品等の販売事業を行っており、主な顧客は
中小企業等の法人および個人ユーザーになります。物品販売の収益は、顧客が物品
の使用を指図し、当該物品から残りの便益のほとんど全てを獲得する能力を有する
こととなる、顧客が物品に対する支配を獲得した時点で認識しています。

ⅱ.「ZOZOTOWN」
主に「ZOZOTOWN」内にテナント形式で出店する各ブランドの代理人とし

て個人ユーザー向けに商品の受託販売を行っており、顧客が物品に対する支配を
獲得した時点で、商品取扱高に各手数料率を乗じた受託販売手数料を収益として
認識しています。

ⅲ.「ヤフオク!」
個人ユーザーや法人向けにネットオークションサービスを提供しており、オー

クション取引が成立した時点で、落札金額に応じた出品者に対する落札システム
利用料を収益として認識しています。

ⅳ.「Yahoo!プレミアム」
個人ユーザー向けに様々な会員特典を受けられる「Yahoo!プレミアム」を販売

しており、会員資格が有効な期間にわたって収益を認識しています。

b．契約コスト
当社グループは、契約者との通信契約を獲得しなければ発生しなかったコストについ

て、回収が見込まれるものを契約獲得コストに係る資産として認識しています。当社にお
いて、資産計上される契約獲得コストは、主に代理店が契約者との間で、当社と契約者と
の間の通信契約の獲得および更新を行った場合に支払う販売手数料です。
また、当社グループは、契約者との契約を履行する際に発生したコストが、当該契約ま
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たは具体的に特定できる契約に直接関連し、将来において履行義務の充足に使用される資
源を創出または増価し、かつ、回収が見込まれるものを契約履行コストに係る資産として
認識しています。当社において、資産計上される契約履行コストは、主に「SoftBank
光」サービス提供前に発生する設定関連費用です。
契約獲得コストは、当該コストに直接関連する財またはサービスが提供されると予想さ

れる期間(主に２～４年)にわたって、定額法により償却しています。契約履行コストは、
当該コストに直接関連する財またはサービスが提供されると予想される期間(主として２
年)にわたって、定額法により償却しています。
なお、当社グループでは、IFRS第15号における実務上の便法を適用し、契約獲得コス

トの償却期間が１年以内である場合には、契約獲得コストを発生時に費用として認識して
います。

（8）企業結合の会計処理
企業結合は支配獲得日に、取得法によって会計処理しています。
企業結合時に引き渡した対価は、当社グループが移転した資産、当社グループが引き受け

た被取得企業の旧所有者の負債、および支配獲得日における当社グループが発行した資本性
金融商品の公正価値の合計として測定しています。取得関連費用は発生時に純損益で認識し
ています。
支配獲得日において、取得した識別可能な資産および引き受けた負債は、以下を除き、支

配獲得日における公正価値で認識しています。
・繰延税金資産または繰延税金負債、および従業員給付に係る資産または負債は、それぞ
れIAS第12号「法人所得税」およびIAS第19号「従業員給付」に従って認識し、測定
・被取得企業の株式に基づく報酬契約、または被取得企業の株式に基づく報酬契約の当社
グループの制度への置換えのために発行された負債または資本性金融商品は、支配獲得
日にIFRS第２号「株式に基づく報酬」に従って測定
・売却目的に分類される資産または処分グループは、IFRS第５号「売却目的で保有する非
流動資産及び非継続事業」に従って測定
のれんは、移転した対価と被取得企業の非支配持分の金額の合計が、支配獲得日における

識別可能な資産および負債の正味価額を上回る場合にその超過額として測定しています。こ
の差額が負の金額である場合には、直ちに純損益で認識しています。
当社グループは、非支配持分を公正価値、または当社グループで認識した識別可能純資産
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に対する非支配持分の比例割合で測定するかについて、個々の企業結合取引ごとに選択して
います。段階的に達成する企業結合の場合、当社グループが以前に保有していた被取得企業
の持分は支配獲得日の公正価値で再測定し、当社グループがその持分を処分した場合と同じ
方法で会計処理しています。支配獲得日前に計上していた被取得企業の持分の価値の変動に
係るその他の包括利益の金額は、当社グループがその持分を処分した場合と同じ方法で会計
処理しています。
企業結合の当初の会計処理が期末日までに完了しない場合、当社グループは、完了してい

ない項目については暫定的な金額で報告しています。その後、新たに入手した支配獲得日時
点に存在していた事実と状況について、支配獲得日時点に把握していたとしたら企業結合処
理の認識金額に影響を与えていたと判断される場合、測定期間の修正として、支配獲得日に
認識した暫定的な金額を遡及的に修正します。測定期間は支配獲得日から最長で１年間とし
ています。
IFRS移行日前の企業結合により生じたのれんは、従前の会計基準（日本基準）で認識して

いた金額をIFRS移行日時点で引き継ぎ、これに減損テストを実施した後の帳簿価額で計上し
ています。
また、共通支配下の取引（すべての結合企業または結合事業が最終的に企業結合の前後で

同じ親会社によって支配され、その支配が一時的でない企業結合）について、親会社の帳簿
価額に基づき会計処理し、実際の共通支配下の取引日にかかわらず、親会社による被取得企
業の支配獲得日もしくは前連結会計年度の期首時点のいずれか遅い日に取得したものとみな
して連結しています。
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（会計上の見積りに関する注記）
翌連結会計年度中に資産および負債の帳簿価額に重要な修正をもたらすリスクのある、将来
に関する仮定および見積りの不確実性に関する情報は、以下の通りです。
なお、本連結計算書類では、作成時点で利用可能な情報・事実に基づき、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大期間とその影響のリスクや不確実性を考慮の上、合理的な金額の見積りを
行っています。
しかしながら、感染拡大の収束が遅れるなど、将来の不確実性が高まるような状況において
は、会計上の見積りおよび仮定に影響を及ぼし、資産または負債の帳簿価額に重要な修正をも
たらすリスクがあります。

１．企業結合により取得した無形資産およびのれんの公正価値測定ならびに減損に係る見積り
企業結合により取得した無形資産およびのれんは、支配獲得日における公正価値で認識して
います。企業結合時の取得対価の配分に際しては、経営者の判断および見積りが、連結計算書
類に重要な影響を与える可能性があります。企業結合により識別した無形資産（顧客基盤や商
標権など）およびのれんは、見積将来キャッシュ・フロー、割引率、既存顧客の逓減率、対象
商標権から生み出される将来売上予想やロイヤルティレート等の仮定に基づいて測定していま
す。
また、無形資産およびのれんの減損を判断する際に、資金生成単位の回収可能価額の見積り
が必要となりますが、減損テストで用いる回収可能価額は、資産の耐用年数、資金生成単位に
より生じることが予想される見積将来キャッシュ・フロー、市場成長率見込、市場占有率見込
および割引率等の仮定に基づいて測定しています。
これらの仮定は、経営者の最善の見積りによって決定されますが、将来の不確実な経済条件
の変動により影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要となった場合には連結計算書類
に重要な影響を与える可能性があります。
企業結合により取得した無形資産およびのれんの公正価値に関連する内容については「（連
結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）４．会計方針に関する事項（8）
企業結合の会計処理、（企業結合に関する注記）」に記載しています。無形資産およびのれんの
減損に関連する内容については「（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する
注記）４．会計方針に関する事項（5）有形固定資産、使用権資産、無形資産およびのれんの
減損」に記載しています。

２．有形固定資産および無形資産の残存価額・耐用年数の見積り
有形固定資産および無形資産は、当社グループの総資産に対する重要な構成要素です。見積
りおよび仮定は、資産の帳簿価額および減価償却費または償却費に重要な影響を及ぼす可能性
があります。
資産の減価償却費は、耐用年数の見積りおよび残存価額(有形固定資産の場合)を用いて算出
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されます。資産の耐用年数および残存価額は、資産を取得または創出した時点で見積りを行
い、その後、各連結会計年度末に見直しを行います。資産の耐用年数および残存価額の変更
は、連結財政状態計算書および連結損益計算書に対して重要な調整を必要とする可能性があり
ます。経営者は、資産を取得または創出した時点ならびに見直し時に、同種資産に対する経験
に基づき、予想される技術上の変化、除却時の見積費用、当該資産の利用可能見込期間、既存
顧客の逓減率、当該資産から得られると見込まれる生産高またはこれに類似する単位数および
資産の耐用年数に制約を与える契約上の取決めなどの関連する要素を勘案して、当該資産の耐
用年数および残存価額を決定しています。
有形固定資産および無形資産の残存価額・耐用年数の見積りに関連する内容については

「（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）４．会計方針に関する事項
（3）有形固定資産および無形資産の評価基準、評価方法および減価償却または償却の方法」に
記載しています。

３．金融商品の公正価値の測定方法
当社グループは、特定の金融商品の公正価値を評価する際に、市場で観察可能ではないイン
プットを利用する評価技法を用いています。観察可能ではないインプットは、将来の不確実な
経済条件の変動の結果によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、連結
計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
金融商品の公正価値に関連する内容については、「（金融商品に関する注記）２．金融商品の
公正価値等および公正価値のレベルごとの内訳等に関する事項 （1）公正価値ヒエラルキー、
（2）経常的に公正価値で測定する金融商品、（3）レベル３に分類した金融商品の公正価値測
定」をご参照ください。

４．契約獲得コストの償却期間の見積り
当社グループは、契約獲得コストについて、契約獲得コストに直接関連する財またはサービ
スが提供されると予想される期間(すなわち、契約獲得コストの償却期間)にわたって、定額法
により償却しています。契約獲得コストの償却期間は、契約条件および過去の実績データなど
に基づいた解約率や機種変更までの予想期間などの関連する要素を勘案して決定しています。
契約獲得コストの償却期間の変更は、連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
契約獲得コストに関連する内容については、「（連結計算書類作成のための基本となる重要な
事項に関する注記）４．会計方針に関する事項（7）収益の認識基準 b．契約コスト」に記載
しています。
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（連結財政状態計算書に関する注記）
１．担保に提供している資産、株式消費貸借取引契約による借入金等
（1）担保に提供している資産

銀行事業を営む子会社において、主に資金調達や為替決済等の担保として銀行事業の有価
証券53,433百万円を差入れています。また、その他の金融資産（非流動）には、中央清算
機関差入証拠金125,200百万円を含みます。

（2）株式消費貸借取引契約による借入金
子会社株式の一部について株式消費貸借取引契約により消費貸借取引を行っており、契約
上その担保として受け入れた現金は、短期借入金として認識し有利子負債に含めて表示して
います。

（単位：百万円）
有利子負債
短期借入金 71,300

（3）その他
a. 割賦払いによる所有権留保資産
割賦払いにより購入しているため、所有権が留保されている資産は、以下の通りです。

（単位：百万円）
有形固定資産 27

これらの所有権が留保されている資産に対応する負債は、以下の通りです。
（単位：百万円）

有利子負債
１年内支払予定の割賦購入による未払金 54
割賦購入による未払金 72
合計 126

b. 売却として会計処理していないセール・アンド・リースバック取引による所有権留保資
産
セール・アンド・リースバック取引を行った結果、売却として会計処理していないもの
は、当社グループが引き続き有形固定資産として計上しているものの、貸手に所有権が留保
されている資産は、以下の通りです。

（単位：百万円）
有形固定資産 632,965
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これらの所有権が留保されている資産に対応する負債は、以下の通りです。
（単位：百万円）

有利子負債
１年内返済予定の長期借入金 162,720
長期借入金 422,006
合計 584,726

c. 無形資産のリース契約による資産
IFRS第16号を適用していない無形資産のリース契約により取得した資産であるため、当
社グループが譲渡、転貸または担保に供することが制限されている資産は、以下の通りで
す。

（単位：百万円）
無形資産 360,664

これらの所有権が留保されている資産に対応する負債は、以下の通りです。
（単位：百万円）

有利子負債
１年内返済予定の長期借入金 118,236
長期借入金 223,295
合計 341,531

d. 日本銀行への預け金
銀行事業を営む子会社は「準備預金制度に関する法律」により、受け入れている預金等の
一定比率以上の金額（法定準備預金額）を日本銀行に預け入れる義務があります。当連結会
計年度末の現金及び現金同等物のうち320,403百万円は銀行事業を営む子会社の日銀預け
金であり、法定準備預金額以上の金額を日本銀行に預け入れています。

２．資産から直接控除した貸倒引当金
（単位：百万円）

営業債権及びその他の債権 25,892
その他の流動資産 0
その他の金融資産（流動） 2,696
その他の金融資産（非流動） 27,965
合計 56,553

― 33 ―

2022年05月24日 16時21分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



３．資産に係る減価償却累計額
（単位：百万円）

有形固定資産の減価償却累計額 2,571,292
使用権資産の減価償却累計額 1,065,208

なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれています。
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４．偶発事象
（1）貸出コミットメント

当社グループの貸出コミットメントは、主に当社グループのクレジットカード会員へのシ
ョッピングおよびキャッシングの利用限度額であり、貸出コミットメントの総額および貸出
未実行残高は、以下の通りです。

（単位：百万円）
貸出コミットメントの総額 6,853,076
貸出実行残高 603,605
未実行残高 6,249,471

なお、当該利用限度額は、クレジットカード会員がその範囲内で随時利用できるため利用
されない額もあり、かつ、当社グループが任意に増減させることができるため、貸出未実行
残高は必ずしも全額が貸出実行されるものではありません。また、当該貸出コミットメント
の未実行残高の期日は、要求払いのため１年以内となります。

（2）保証債務
当社グループの保証債務は、主に信用保証業務において提携先金融機関が個人に融資する

際の債務保証であり、保証契約の総額および保証残高は、以下の通りです。
（単位：百万円）

保証契約の総額 16,430
保証残高 7,307

（3）訴訟
当社グループは、現在係争中の複数の訴訟等の当事者となっています。その最終結果につ

いて合理的に見積もることが困難な訴訟等については、引当金を計上していません。当社グ
ループは、これらの訴訟等の結果が、現在入手可能な情報に基づき、当社グループの財政状
態および経営成績に重大な悪影響を及ぼすものであるとは想定していません。

a．当社は、2015年４月30日に、日本郵政インフォメーションテクノロジー㈱（以下
「JPiT」）を被告として、全国の郵便局等２万７千拠点を結ぶ通信ネットワークを新回線
（５次PNET）へ移行するプロジェクトに関してJPiTから受注した通信回線の敷設工事等の
追加業務に関する報酬等の支払いを求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
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当社は、2013年２月７日付で締結した契約により、全国の日本郵政グループの事業所
拠点へ通信回線を整備する業務等をJPiTから受注し、その業務を遂行してきましたが、
JPiTからの要請により、当初の契約における受注業務の範囲を超える業務も実施してきま
した。
当社は、この追加業務に関する報酬等（約149億円）について、JPiTとの間で、これま

で長期間にわたり交渉を継続してきましたが、協議による解決には至りませんでした。こ
のため、やむを得ず、当該追加業務に関する報酬等の支払いを求めて訴訟を提起したもの
です。

b．当社は、2015年４月30日に、JPiTを原告、当社および㈱野村総合研究所（以下
「NRI」）を共同被告とする訴訟の提起を受けました。
JPiTは、当該訴訟において、当社およびNRIに対し、上記a.に記載の５次PNETへ移行

するプロジェクトに関して両社に発注した業務の履行遅滞等に伴い損害（161.5億円）が
生じたとして、連帯してその賠償をするように求めています。
当社は、当該訴訟において、JPiTの主張を全面的に争う方針です。

なお、2015年７月29日付で上記b.の訴訟を上記a.の訴訟に併合する決定がありまし
た。当社は上記a.の訴訟について追加業務に関する報酬等を精査した結果、2015年11月
13日に、請求額を約149億円から約204億円に変更し、さらにJPiTに対して提供中の回
線の仕入価格の変更等を受けて、2016年10月12日に請求額を約204億円から約223億
円に、2017年９月７日に約223億円から約240億円に変更しました。
また、JPiTは上記b.の訴訟について2020年６月24日付で追加申立を行い、当社に対す

る請求額を161.5億円から168.1億円に変更しました。
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５．財務制限条項
（1）当社の有利子負債に付されている財務制限条項
当社の有利子負債には財務制限条項が付されており、主な内容は次の通りです。
・連結会計年度末および第２四半期末において、当社グループの連結財政状態計算書におけ
る資本の額が、前年同期比75％を下回らないこと。
・事業年度末および第２四半期末において、当社の貸借対照表における純資産の額が、前年
同期比75％を下回らないこと。
・連結会計年度において、当社グループの連結損益計算書における営業損益または純損益が
２期連続損失とならないこと。
・事業年度において、当社の損益計算書における営業損益または当期純損益が２期連続損失
とならないこと。
・連結会計年度末および第２四半期末において、当社グループのネットレバレッジ・レシオ
（a）が一定の数値を上回らないこと。
（a）ネットレバレッジ・レシオ＝ネットデット（b）÷調整後EBITDA（c）
（b）当社グループの連結財政状態計算書に示される有利子負債から現金及び現金同等物
に一定の調整を加えたものを控除した額。なお、ここでいう有利子負債には資産流動化
（証券化）の手法による資金調達取引から生じた有利子負債を含めないなど一定の調整
あり。
（c）EBITDAに金融機関との契約で定められた一定の調整を加えたもの。

（2）Zホールディングス㈱の有利子負債に付されている財務制限条項
当社の子会社であるZホールディングス㈱の有利子負債には財務制限条項が付されてお
り、主な内容は次の通りです。
・2020年９月決算期以降の各決算期における決算期の各末日時点における同社の貸借対照
表に表示される純資産の額が、前年同期比75％を下回らないこと。
・2020年９月決算期以降の各決算期における第２四半期と決算期の各末日時点における同
社グループの連結財政状態計算書に表示される純資産の額が、前年同期比75％を下回ら
ないこと。
・2020年９月決算期以降の各決算期における決算期の各末日時点における同社の貸借対照
表において債務超過とならないこと。
・2020年９月決算期以降の各決算期における第２四半期と決算期の各末日時点における同
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社グループの連結財政状態計算書において債務超過とならないこと。
・2021年３月決算期以降の各決算期における決算期末日時点における同社の損益計算書に
表示される営業損益または当期純損益に関して２期連続して損失とならないこと。
・2021年３月決算期以降の各決算期における決算期末日時点における同社グループの連結
損益計算書に表示される営業損益または当期損益に関して２期連続して損失とならないこ
と。
・2020年９月決算期以降の各決算期における第２四半期と決算期の各末日時点における同
社のネットレバレッジ・レシオ（a）が一定の数値以下であること。
（a）ネットレバレッジ・レシオ＝ネットデット（b）÷調整後EBITDA（c）
（b）同社グループの連結財政状態計算書に示される有利子負債から現金及び現金同等物
を控除した額。なお、ここでいう有利子負債には資産流動化（証券化）の手法による資
金調達取引から生じた有利子負債を含めない、PayPay銀行㈱の有利子負債および現金
及び現金同等物は、有利子負債および現金及び現金同等物に含めない等の一定の調整あ
り。
（c）EBITDAに金融機関との契約で定められた一定の調整を加えたもの。

（連結損益計算書に関する注記）
その他の営業収益およびその他の営業費用
その他の営業収益およびその他の営業費用の内訳は、以下の通りです。

（単位：百万円）
その他の営業収益
子会社の支配喪失に伴う利益 21,216
その他 2,331
合計 23,547

その他の営業費用
減損損失 △2,448
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（連結持分変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式（千株） 4,787,145 ― ― 4,787,145

２．配当に関する事項
（1）配当金支払額

当社
2021年５月21日取締役会
株式の種類 普通株式
配当金の総額 201,519百万円
１株当たり配当額 43.00円
基準日 2021年３月31日
効力発生日 2021年６月８日

2021年10月22日取締役会
株式の種類 普通株式
配当金の総額 202,189百万円
１株当たり配当額 43.00円
基準日 2021年９月30日
効力発生日 2021年12月６日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となる
もの
2022年５月20日開催の取締役会において次の通り決議を予定しています。

当社
2022年５月20日取締役会
株式の種類 普通株式
配当金の総額 202,414百万円
１株当たり配当額 43.00円
基準日 2022年３月31日
効力発生日 2022年６月９日
配当の原資 利益剰余金
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３．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目
的となる株式の種類及び数
普通株式 22,083,700株
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、事業展開の多角化を進めており、事業環境、金融市場環境による影響を受
け、様々な財務上のリスク（信用リスク、市場リスクおよび流動性リスク）が発生します。当
社グループは、当該財務上のリスクの防止および低減のために、一定の方針に従いリスク管理
を行っています。
なお、当社におけるデリバティブ取引については、デリバティブ取引管理規程に従い、実需

に限定し、定められた取引執行手続を経た上で実行しています。

（1）信用リスク
信用リスクは、保有する金融資産の相手方が契約上の債務に対して債務不履行になり、当

社グループの財務上の損失が発生するリスクです。
当社グループは、事業を営む上で、営業債権およびその他の債権、契約資産およびその他

の金融資産（預金、株式、債券およびデリバティブ）、投資有価証券および銀行事業の有価
証券において、取引先の信用リスクがあります。
当社グループは、当該リスクの未然防止または低減のため、過度に集中した信用リスクの

エクスポージャーを有していません。
銀行事業の有価証券には、主に国内債、外国債等の有価証券および信託受益権が含まれて

おり、債券は主に発行体の信用リスク、信託受益権は原資産の信用リスクに晒されていま
す。
FVTOCIの資本性金融資産は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用

リスクに晒されています。当該リスクに関しては、発行体である取引先の財務状況等を継続
的にモニタリングしています。
営業債権である売掛金は代理店向け債権のほか、顧客向けの通信料債権、携帯電話端末の

割賦債権があり、それぞれ代理店および顧客の信用リスクに晒されています。代理店向け債
権に対する信用リスクに関しては社内の与信管理規程に従い、取引先毎の期日管理および残
高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としています。ま
た、顧客の信用リスクに関しては、顧客との契約時において社内基準に従った審査を行うと
ともに、随時、顧客毎の利用状況や回収状況の確認を行い、回収不能額の増加を回避してい
ます。割賦債権については外部機関に信用の照会を行っています。
デリバティブ取引の執行・管理については、デリバティブ取引管理規程に基づき運用され
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ており、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、信用格付の高い
金融機関とのみ取引を行っています。
当社グループの連結財政状態計算書で表示している金融資産の減損後の帳簿価額および貸

出コミットメントは、当社グループの金融資産の信用リスクに対するエクスポージャーの最
大値です。なお、保有する担保の評価およびその他の信用補完は考慮していません。
営業債権、契約資産および貸出コミットメントについては、全期間の予想信用損失を測定

しています。営業債権、契約資産および貸出コミットメント以外の債権等については、信用
リスクの著しい増加を評価のうえ、将来の予想信用損失を測定しています。信用リスクが著
しく増加しているか否かは、債務不履行発生リスクの変動に基づいて判断しており、その判
断にあたって、取引先の期日経過情報や経営成績の悪化、外部信用格付等を考慮していま
す。営業債権および契約資産以外の債権等は、原則として12カ月の予想信用損失と同額で
測定していますが、信用リスクが当初認識時点より著しく増大した場合には、全期間の予想
信用損失と同額で測定しています。
当社グループは、金融資産の見積将来キャッシュ・フローへのマイナスの影響を与える以

下のような債務不履行の事象等が発生した場合は、信用減損している金融資産として個別債
権等ごとに予想信用損失を測定しています。金融資産が個別に重要でない場合は、信用リス
クの特性や発生した取引の性質に基づいて集合的評価により検討しています。
・発行体または債務者の重大な財政的困難
・利息または元本の支払不履行または遅延などの契約違反
・債務者の破産または財務的再編成に陥る可能性が高くなったこと

（2）市場リスク
ａ．為替リスク

当社グループは、外貨建取引を行っているため、主に米ドルレートの変動により生じる
為替リスクに晒されていますが、当該リスクを回避する目的で為替予約取引を利用してい
ます。また、外国為替証拠金取引における為替変動リスクに対しては、顧客等との間の取
引により生じる為替ポジションをカウンターパーティとの間で行うカバー取引によってリ
スクを回避しています。
ｂ．価格リスク

当社グループは、事業戦略上の目的で、上場株式など活発な市場で取引される資本性金
融商品を保有しており、市場価格の変動リスクに晒されています。相互の事業拡大や取引
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関係の強化を目的に取得したものであり、短期で売買することを目的に保有していませ
ん。当社グループは、市場価格の変動リスクを管理するため、発行体の財務状況や市場価
格の継続的モニタリングを行い、取引先企業との関係を勘案して保有状況を見直していま
す。
ｃ．金利リスク

当社グループは、有利子負債による資金調達を行っています。有利子負債のうち一部は
変動金利であり、金利の上昇により支払利息が増加するリスクに晒されています。当社グ
ループは、金利変動リスクの未然防止または低減するため、固定金利と変動金利の有利子
負債の適切な組み合わせを維持し、一部の変動金利の借入金については金利変動リスクを
回避し支払利息の固定化を図るために金利スワップ取引を利用しています。また、変動金
利の有利子負債について、金利変動の継続的なモニタリングを行っています。

（3）流動性リスク
当社グループは、買掛金、未払金、借入金およびリース負債などの債務の履行が困難にな

る流動性リスクに晒されています。
当社グループは、流動性リスクの未然防止または低減のため、市場環境や長短のバランス

を勘案して、銀行借入やリース等による間接調達のほか、社債発行や債権流動化等の直接調
達を行い、資金調達手段の多様化を図っています。また、資金の運用については、主に短期
的な預金などにより運用しています。
また、当社グループは、流動性資金およびキャッシュ・フローの予算と実績について継続

的にモニタリングしています。
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２．金融商品の公正価値等および公正価値のレベルごとの内訳等に関する事項
（1）公正価値ヒエラルキー

当初認識後に経常的に公正価値で測定する金融商品は、測定に用いたインプットの観察可
能性および重要性に応じて、公正価値ヒエラルキーの３つのレベルに分類しています。
当該分類において、公正価値のヒエラルキーは、以下のように定義しています。
レベル１：同一の資産または負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により測定し

た公正価値
レベル２：レベル１以外の直接または間接的に観察可能なインプットを使用して測定した

公正価値
レベル３：観察可能でないインプットを使用して測定した公正価値
公正価値測定に複数のインプットを使用している場合には、その公正価値測定の全体におい
て重要な最も低いレベルのインプットに基づいて公正価値のレベルを決定しています。
公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、各四半期の期首時点で発生したものとして認識
しています。 なお、当連結会計年度において、レベル１とレベル２の間における振替はあり
ません。

（2）経常的に公正価値で測定する金融商品
経常的に公正価値で測定する金融商品の公正価値ヒエラルキーに基づくレベル別分類は、

以下の通りです。
(単位：百万円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
金融資産
株式 42,489 － 314,742 357,231
債券 9,497 219,415 1,039 229,951
信託受益権 － － 126,428 126,428
デリバティブ金融資産 5,941 3,487 － 9,428
その他 4,593 9,232 109,471 123,296
合計 62,520 232,134 551,680 846,334

金融負債
デリバティブ金融負債 1,647 4,761 － 6,408
合計 1,647 4,761 － 6,408
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経常的に公正価値で測定する金融商品の公正価値の主な測定方法は、以下の通りです。
a. 株式
活発な市場における同一銘柄の相場価格が入手できる場合の公正価値は、当該相場価格を使
用して測定し、レベル１に分類しています。活発な市場における同一銘柄の相場価格が入手で
きない場合の公正価値は、類似企業比較法、割引キャッシュ・フロー法および取引事例法など
の適切な評価技法を使用して測定しています。測定に使用する類似企業の相場価格や割引率な
どのインプットのうち、すべての重要なインプットが観察可能である場合はレベル２に分類
し、重要な観察可能でないインプットを含む場合はレベル３に分類しています。レベル３に分
類した金融資産の公正価値を算定するための重要な観察可能でないインプットとして、類似企
業の売上総利益倍率、ならびに資本コストや永久成長率を使用しています。

b. 債券および信託受益権
活発な市場における同一銘柄の相場価格が入手できる場合の公正価値は、当該相場価格を使
用して測定し、レベル１に分類しています。活発な市場における同一銘柄の相場価格が入手で
きない場合の公正価値は、主に売買参考統計値、ブローカーによる提示相場等、利用可能な情
報に基づく取引価格を使用して測定しているほか、リスクフリーレートや信用スプレッドを加
味した割引率のインプットを用いて、割引キャッシュ・フロー法で測定しており、インプット
の観察可能性および重要性に応じてレベル２またはレベル３に分類しています。

c． デリバティブ金融資産およびデリバティブ金融負債
活発な市場における同一銘柄の相場価格が入手できる場合の公正価値は、当該相場価格を使
用して測定し、レベル１に分類しています。活発な市場における同一銘柄の相場価格が入手で
きない場合の公正価値は、類似契約の相場価格または契約を締結している金融機関から提示さ
れた価格に基づいて算定しており、レベル２に分類しています。
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（3）レベル３に分類した金融商品の公正価値測定
a． 公正価値の評価技法およびインプット
株式
主に割引キャッシュ・フロー法や取引事例法等の評価技法で公正価値を算定しています。主
な株式に使用した割引キャッシュ・フロー法の重要な観察可能でないインプットは資本コスト
と、継続価値算定のための類似会社の売上総利益倍率です。この公正価値の測定に用いた当連
結会計年度末における資本コストおよび売上総利益倍率はそれぞれ、35.0％および7.5倍で
す。

b． 感応度分析
重要な観察可能でないインプットのうち、資本コストが上昇(低下)した場合は、株式の公正
価値が減少(増加)します。一方、売上総利益倍率が上昇(低下)した場合は、株式の公正価値は
増加(減少)します。
レベル３に分類した金融商品について、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替
的な仮定に変更した場合に重要な公正価値の増減は見込まれていません。

c． 評価プロセス
当社グループの財務および経理部門の担当者は、社内規程に基づいて、公正価値測定の対象
となる金融商品の性質、特徴およびリスクを最も適切に反映できる評価技法およびインプット
を用いて公正価値を測定しています。また、測定に高度な知識および経験を必要とする金融商
品で、その金融商品が金額的に重要である場合には、公正価値測定に外部の評価専門家を利用
しています。各四半期末日において実施した金融商品の公正価値の測定結果は外部専門家の評
価結果を含めて、財務経理部門の責任者が公正価値の増減分析結果などのレビューと承認を行
っています。
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d． レベル３に分類した金融商品の調整表
レベル３に分類した金融商品の調整表は、以下の通りです。

(単位：百万円)
株式 債券 信託受益権 その他

2021年４月１日 229,082 1,648 148,126 49,676
利得または損失
純損益(注１) 259 － － 26,698
その他の包括利益 12,474 1 △163 1,917

購入(注２) 111,461 － 13,500 37,123
売却 △2,476 △560 △35,035 △926
連結範囲の異動による変動 △3,941 － － △25
上場によるレベル１への振替 △2,912 － － －
その他(注２) △29,205 △50 － △4,992
2022年３月31日 314,742 1,039 126,428 109,471
(注１) 純損益に認識した利得または損失は、連結損益計算書の「金融収益」および「金融費用」に含めていま
す。

(注２) 当社グループは、PayPay㈱の優先株式を取得しており、上表の「購入」には取得金額98,000百万円が含
まれています。また、「その他」にはPayPay㈱の優先株式に配分した超過損失額30,570百万円が含まれてい
ます。
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（4）経常的に公正価値評価しない金融商品
経常的に公正価値評価しない金融負債の帳簿価額および公正価値ヒエラルキーに基づくレ

ベル別分類は、以下の通りです。なお、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている金
融商品は、下表には含めていません。

(単位：百万円)

帳簿価額
公正価値

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有利子負債(非流動)
長期借入金 2,446,389 － 1,497,714 973,979 2,471,693

上記の金融負債の公正価値の主な測定方法は、以下の通りです。

a. 長期借入金
１年内返済予定を除く変動金利付の長期借入金の公正価値は、市場金利等の観察可能なイン
プットを用いた割引キャッシュ・フロー法により測定しており、レベル２に分類しています。
１年内返済予定を除く固定金利付の長期借入金の公正価値は、同一の残存期間で同条件の借
入を行う場合の信用スプレッドを含む金利を用いた割引キャッシュ・フロー法により測定して
おり、レベル３に分類しています。
１年内返済予定を除く無形資産のリース取引に伴い発生した長期借入金の公正価値は、支払
までの期間および信用リスクを加味した利率を用いて、割引キャッシュ・フロー法により測定
しており、レベル３に分類しています。
１年内返済予定を除く売却として会計処理していないセール・アンド・リースバック取引に
係る長期借入金の公正価値は、支払までの期間および信用リスクを加味した利率を用いて、割
引キャッシュ・フロー法により測定しており、レベル３に分類しています。
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（5）有利子負債および銀行事業の預金の期日別残高
有利子負債および銀行事業の預金の期日別残高は、以下の通りです。

(単位：百万円)
帳簿
残高

期日別
残高合計 １年以内 １年超

２年以内
２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

有利子負債
短期借入金 528,630 528,630 528,630 － － － － －
コマーシャル・ペー
パー 270,401 270,401 270,401 － － － － －
長期借入金
（１年内返済予定含
む）

3,363,179 3,379,378 918,901 869,563 1,010,897 264,786 159,702 155,529

社債
（１年内償還予定含
む）

1,073,229 1,075,000 95,000 120,000 85,000 220,000 200,000 355,000

リース負債 763,960 763,960 225,720 134,428 76,168 61,807 53,345 212,492
割賦購入による未払
金 126 126 54 44 13 6 6 3

銀行事業の預金（注） 1,423,219 1,423,219 1,406,205 6,219 4,559 1,439 1,061 3,736

合計 7,422,744 7,440,714 3,444,911 1,130,254 1,176,637 548,038 414,114 726,760

（注）要求払いのものについては「１年以内」に含めています。「銀行事業の預金」には1,299,057百万円の
要求払預金を含みます。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり親会社所有者帰属持分 355円 87銭
２．基本的１株当たり純利益 110円 13銭

（企業結合に関する注記）
LINE㈱の取得およびLINEグループとZホールディングス㈱の経営統合
（暫定的な金額の修正）
当社は、2021年２月28日にLINE㈱(注)に対する支配を獲得しました。取得対価は、支配
獲得日における公正価値を基礎として、取得した資産および引き受けた負債に配分してお
り、当連結会計年度において、取得対価の配分が完了しました。
当初の暫定的な金額からの主な修正内容は、有形固定資産の減少2,762百万円、識別可能
無形資産を含む無形資産の減少14,092百万円、繰延税金負債の減少5,352百万円、非支配持
分の減少5,861百万円、のれんの増加5,861百万円です。

― 49 ―

2022年05月24日 16時21分 $FOLDER; 50ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



支配獲得日における資産・負債の公正価値、非支配持分およびのれんは、以下の通りです。
(単位：百万円)

支配獲得日
(2021年２月28日)

現金及び現金同等物 312,791
営業債権及びその他の債権 67,553
その他（流動資産） 46,687
有形固定資産 21,905
使用権資産 62,940
無形資産 395,947
持分法で会計処理されている投資 167,873
その他（非流動資産） 104,809
資産合計 1,180,505

有利子負債（流動および非流動） 244,248
営業債務及びその他の債務 233,671
その他（流動負債） 49,169
繰延税金負債 150,504
その他（非流動負債） 20,745
負債合計 698,337

純資産 482,168

非支配持分 250,760
のれん 630,664

(注) 汐留Zホールディングス合同会社との吸収合併における存続会社であるLINE㈱を指し
ます。なお、被取得企業であるLINE㈱は、2021年２月28日に会社分割によりその全
事業をLINE分割準備㈱(現LINE㈱)に承継し、商号をAホールディングス㈱に変更して
います。
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（収益認識に関する注記）
１．収益の分解

売上高の内訳は、以下の通りです。
(単位：百万円)

コンシューマ事業
サービス売上
モバイル 1,600,343
ブロードバンド 404,610
でんき 239,106
物販等売上 630,872
小計 2,874,931

法人事業
モバイル(注３) 306,407
固定 183,232
ソリューション等(注３) 212,526
小計 702,165

流通事業 448,232
ヤフー・LINE事業
メディア 626,912
コマース 793,213
戦略 104,941
その他 13,440
小計 1,538,506

その他 126,772
合計 5,690,606

(注１) 売上高の内訳は、外部顧客への売上高を表示しています。
(注２) 売上高の内訳には、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」以外のその他の源泉(主

に法人事業のリース取引)から生じる売上高が含まれており、125,697百万円です。
(注３) 法人事業のモバイルおよびソリューション等には、サービス売上および物販等売上が含ま

れています。サービス売上は406,758百万円、物販等売上は112,175百万円です。
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２．収益を理解するための基礎となる情報
「（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）４．会計方針に関する
事項（7）収益の認識基準」に記載の通りです。

３．残存履行義務に配分された取引価格
（1）契約残高
契約残高の内訳は、以下の通りです。

(単位：百万円)
2021年４月１日 2022年３月31日

顧客との契約から生じた債権 836,857 837,308
契約資産 18,423 17,817
合計 855,280 855,125
契約負債 112,854 124,831

契約資産は、当社グループが顧客に移転した財またはサービスと交換に受け取る対価に対
する当社グループの権利であり(当該権利について、時の経過以外の条件が残っているもの)、
主に、以下のものが含まれています。
・各種キャンペーンにおいて、取引価格の減額として取引価格の合計に含めている金額があ
ります。当該取引価格の合計を各履行義務へ配分して、各履行義務の充足と交換に受け取
る対価に対する当社グループの権利のうち、債権を除く金額を契約資産として認識してい
ます。

契約負債は、当社グループが顧客に財またはサービスを移転する義務のうち、当社グルー
プが顧客からすでに対価を受け取っているものであり、主に、以下のものが含まれています。
・新規契約時および機種変更時に顧客から受領する契約事務手数料収入および機種変更手数
料収入は契約負債として認識しています。
・サービスの対価として、顧客からすでに受け取っている前受金等を契約負債として認識し
ています。

なお、当連結会計年度に認識した収益のうち、期首時点の契約負債残高に含まれていた金
額は、77,959百万円です。
また、顧客との契約から生じた債権について認識した減損損失は、11,755百万円です。
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（2）未充足の履行義務に配分された取引価格
当連結会計年度末における未充足(または部分的に未充足)の履行義務に配分した取引価格の
総額は、143,328百万円です。当該履行義務の主なものは、法人事業のモバイルサービスお
よび携帯端末レンタルサービスから生じており、主に３年以内に認識されると見込まれてい
ます。
なお、当社グループは、IFRS第15号第121項における実務上の便法を使用し、以下の残存

履行義務に関する取引価格を含めていません。
・予想される残存期間が１年以内である契約の取引価格
・従量課金などのサービス提供量に直接対応する金額で顧客から対価を受ける契約の取引価
格

（その他の注記）
新型コロナウイルス感染症の影響
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、日本企業の景況感の悪化傾向が見ら
れますが、当社グループの当期業績に重要な影響はでていません。新型コロナウイルス感染
症の感染拡大の影響の及ぶ期間と程度を合理的に推定することはできませんが、感染拡大の
収束が遅れた場合には、当社グループの将来収益およびキャッシュ・フローに影響を及ぼし
その見積りに一定の不確実性が存在します。このような状況において、のれんおよび無形資
産等の評価について、連結計算書類作成時点で利用可能な情報・事実に基づき、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大期間とその影響のリスクや不確実性を考慮の上、合理的な金額の
見積りを行っています。ただし、将来の不確実性により、最善の見積りを行った結果として
の見積られた金額と事後的な結果との間に乖離が生じる可能性があります。
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準および評価方法
（1）有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式および関連会社株式 ・・・ 移動平均法による原価法によっています。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの・・・ 時価法 (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却

原価は、移動平均法により算定) によっています。
市場価格のない株式等・・・ 移動平均法による原価法によっています。

（2）デリバティブの評価基準および評価方法
時価法によっています。

（3）棚卸資産の評価基準および評価方法
主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）によっています。

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を含む）

定額法により償却しています。

（2）無形固定資産（リース資産を含む）
定額法により償却しています。

（3）長期前払費用
均等償却しています。
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３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失の発生に備えるため、貸倒実績率によるほか、個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

（2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計

上しています。
なお、退職一時金制度の支給対象期間は2007年３月31日までとなっています。
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる
方法については、給付算定式基準によっています。
② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異および過去勤務費用は、発生した年度において全額費用処理していま
す。

（3）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度末に負担すべき金

額を計上しています。

（4）事業終了損失引当金
事業の終了に伴う将来の損失に備えるため、翌事業年度以降の当該損失額を見積り、必要

と認められる金額を計上しています。

（5）契約損失引当金
顧客との契約の履行に伴い発生する将来の損失に備えるため、翌事業年度以降の当該損失

額を見積り、必要と認められる金額を計上しています。
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４．収益および費用の計上基準
（1）収益の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)および「収益認識
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日)を適用し
ており、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービス
と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。

① コンシューマ事業
コンシューマ事業における収益は、主に個人顧客向けのモバイルサービスおよび携帯端
末の販売、ブロードバンドサービス収入からなります。
a．モバイルサービスおよび携帯端末の販売
当社は契約者に対し音声通信、データ通信および関連するオプションサービスからな
るモバイルサービスを提供するとともに、顧客に対し携帯端末の販売を行っています。
モバイルサービスにおける収益は、主に月額基本使用料および通信料収入(以下「モ
バイルサービス収入」)と手数料収入により構成されます。また、携帯端末の販売にお
ける収益(以下「携帯端末売上」)は、契約者および代理店に対する携帯端末の売上およ
びアクセサリー類の売上から構成されます。
上記取引の商流としては、当社が代理店に対して携帯端末を販売し、代理店を通じて
契約者と通信契約の締結を行うもの(以下「間接販売」)と、当社が契約者に対して携帯
端末を販売し、直接通信契約の締結を行うもの(以下「直接販売」)からなります。
モバイルサービスにおいては、契約者との契約条件に基づいて、契約の当事者が現在
の強制可能な権利および義務を有している期間を契約期間としています。また、契約者
に契約を更新するオプションを付与しており、かつ、当該オプションが契約者へ「重要
な権利」を提供すると判断した場合には、当該オプションを別個の履行義務として識別
しています。なお、当社は、履行義務として識別したオプションの独立販売価格を見積
ることの実務的代替として、提供すると予想される通信サービスおよびそれに対応する
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予想対価を参照して、取引価格を当該オプションに関連する通信サービスに配分してい
ます。
モバイルサービス料は、契約者へ月次で請求され、概ね一か月以内に支払期限が到来
します。間接販売の携帯端末代金は、代理店への販売時に代理店へ請求され、その後、
概ね一か月以内に支払期限が到来します。また、直接販売の携帯端末代金は、販売時に
全額支払う一括払いと、割賦払い期間にわたって月次で請求され、概ね一か月以内に支
払期限が到来する割賦払いがあります。当社では、定量的および定性的な分析の結果、
これらの取引価格には、支払時期による重大な金融要素は含まれていないと判断してお
り、当該金融要素について調整していません。なお、当社では、収益を認識した時点と
支払いまでの期間が一年以内の場合に重大な金融要素の調整を行わない実務上の便法を
使用しています。
当社では、モバイルサービスおよび携帯端末の販売において、契約開始後の一定期間
については返品および返金の義務を負っています。返品および返金の義務は、過去の経
験に基づいて、商品およびサービスの種類ごとに金額を見積り、取引価格から控除して
います。
当社では、携帯端末に関してオプションの追加保証サービスを提供しており、これら
のサービスが提供されている契約においては、これらを別個の履行義務とし、契約者に
サービスを提供した時点で収益として認識しています。

i．間接販売
携帯端末売上は、代理店が携帯端末に対する支配を獲得したと考えられる代理店へ
の引き渡し時点で収益として認識しています。間接販売に関わる代理店は契約履行に
対する主たる責任を有しており、在庫リスクを負担し、独立して独自の価格設定を行
うことができます。したがって、当社は代理店が間接販売に対して本人として行動し
ているものと判断しています。
モバイルサービスにおける履行義務は、契約期間にわたって毎月一定の通信量を顧
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客に提供することであるため、モバイルサービス収入は、契約期間にわたる時の経過
に応じて、収益として認識しています。また、通信料金からの割引については、毎月
のモバイルサービス収入から控除しています。なお、代理店に対して支払われる手数
料のうち、携帯端末の販売に関する手数料は収益から控除しています。

ii．直接販売
直接販売の場合、携帯端末売上、モバイルサービス収入および手数料収入は一体の
取引であると考えられるため、取引価格の合計額を携帯端末およびモバイルサービス
の独立販売価格の比率に基づき、携帯端末売上およびモバイルサービス収入に配分し
ます。なお、モバイルサービス収入に関する通信料金の割引は、取引価格の合計額か
ら控除しています。また、上記の価格配分の結果、携帯端末販売時点において認識さ
れた収益の金額が契約者から受け取る対価の金額よりも大きい場合には、差額を契約
資産として認識し、モバイルサービスの提供により請求権が確定した時点で営業債権
へと振り替えています。また、携帯端末販売時点において認識された収益の金額が契
約者から受け取る対価の金額よりも小さい場合には、差額を契約負債として認識し、
モバイルサービスの提供に応じて取り崩し、収益として認識しています。
携帯端末売上およびモバイルサービス収入の独立販売価格は、契約開始時において
携帯端末およびモバイルサービスを独立して顧客に販売する場合に観察可能な価格を
利用しています。
携帯端末売上に配分された金額は、契約者が携帯端末に対する支配を獲得したと考
えられる契約者への引き渡し時点で収益として認識しています。モバイルサービスに
おける履行義務は、契約期間にわたって毎月一定の通信量を顧客に提供することであ
るため、モバイルサービス収入に配分された金額は、契約期間にわたる時の経過に応
じて、収益として認識しています。

b．ブロードバンドサービス
ブロードバンドサービスにおける収益は、主にインターネット接続に関する月額基本
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使用料および通信料収入(以下「ブロードバンドサービス収入」)と手数料収入により構
成されます。
ブロードバンドサービス収入は、契約者にサービスを提供した時点で、固定の月額料
金および従量料金に基づき収益を認識しています。契約事務手数料収入は受領時に契約
負債として認識し、ブロードバンドサービスの提供に応じて取り崩し、収益として認識
しています。

② 法人事業
法人事業における収益は、主に法人顧客向けのモバイルサービス、携帯端末レンタルサ
ービス、固定通信サービスおよびソリューション等の収入からなります。
a．モバイルサービスおよび携帯端末レンタルサービス
モバイルサービスからの収益は、主にモバイルサービス収入と手数料収入により構成
されます。携帯端末レンタルサービスは、当社のモバイルサービスを受けることを条件
に提供されるものであり、これらの取引から発生する対価を、携帯端末リースと通信サ
ービスの公正価値を基に、リースとそれ以外に配分しています。公正価値は、端末を個
別に販売した場合の価格および通信サービスを個別に提供した場合の価格としていま
す。リース以外に配分された対価は、契約者にサービスを提供した時点で、固定の月額
料金および従量料金に基づき収益を認識しています。

b．固定通信サービス
固定通信サービスにおける収益は、主に音声伝送サービスおよびデータ伝送サービス
からなります。固定通信サービス収入は、契約者にサービスを提供した時点で、固定の
月額料金および従量料金に基づき収益を認識しています。

c．ソリューション等
ソリューション等における収益は、主に機器販売サービス、エンジニアリングサービ
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ス、マネージドサービス、データセンターサービス、クラウドサービスからなります。
ソリューション等は、契約者が支配を獲得したと考えられる契約者への引き渡し時点
もしくはサービスを提供した時点で、契約者から受け取る対価に基づき収益を認識して
います。

（2）ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース契約開始時に売上高と売上原価を計上する方法によっています。

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
ヘッジ会計の方法
金利スワップ
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっています。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ： 金利スワップ
ヘッジ対象 ： 借入金の利息

（3）ヘッジ方針
社内規程に基づき、変動金利契約の借入金について、将来の借入金利息の変動リスクを

回避する目的で金利スワップ取引を行っています。
（4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の金利変動によるキャッシュ・フロー変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロ
ー変動の間に高い相関関係があることを認識し、有効性の評価としています。
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（会計方針の変更に関する注記）
１．収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）および「収益認
識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）（以下
「収益認識に関する会計基準等」）を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービス
の支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で
収益を認識しています。
収益認識に関する会計基準等の適用については、収益認識に関する会計基準第84項ただし
書きに定める経過的な取扱いに従い、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用し
た場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな
会計方針を適用しています。
また、前事業年度の貸借対照表の流動資産に表示していた「売掛金」は、当事業年度より

「売掛金」および「契約資産」に含めて表示しています。また、前事業年度の貸借対照表の流
動負債に表示していた「前受金」は当事業年度より「契約負債」および「その他の流動負債」
に含めて表示し、流動負債に表示していた「返品調整引当金」は当事業年度より「その他の流
動負債」に含めて表示しています。
この結果、従来の方法に比べ、当事業年度の営業収益が64,797百万円、営業費用が59,506
百万円、営業利益、経常利益および税引前当期純利益がそれぞれ5,291百万円減少していま
す。また、利益剰余金の当事業年度期首残高が7,041百万円増加しています。

２．時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日）、「時価の算定

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日）、「金融商
品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）、「金融商品の時価等の開示
に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）および「棚卸資産の
評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 2019年７月４日）（以下「時価の算定に関す
る会計基準等」）を当事業年度の期首から適用し、「時価の算定に関する会計基準」第19項およ
び「金融商品に関する会計基準」第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価の算定に関
する会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しています。これによる当事業
年度の計算書類の金額に与える影響はありません。なお、（金融商品に関する注記）において
時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明に関する事項の注記を記載しています。
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（表示方法の変更に関する注記）
貸借対照表
前事業年度において、「無形固定資産」の「その他の無形固定資産」に含めていた、周波数

利用に伴う関連費用(前事業年度37百万円)の金額的重要性が高まったため、当事業年度より
「周波数移行費用」と合算したうえで「周波数関連費用」に名称変更して表示しています。

（会計上の見積りに関する注記）
当事業年度の計算書類に会計上の見積りにより計上した資産および負債のうち、翌事業年度の

計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は、以下の通りです。

関係会社株式の減損に係る見積り
関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表に計上しています。ただし、関係会社株式の
時価が著しく下落したときには、回復する見込があると認められる場合を除き時価をもって貸
借対照表価額とし、評価差額は当事業年度の損失として処理しています。また時価を把握する
ことが極めて困難と認められる関係会社株式については、発行会社の財政状態の悪化により実
質価額が著しく低下したときには、相当の減額を行い、評価差額は当事業年度の損失として処
理しています。
関係会社株式の減損の見積りに用いる実質価額は、発行会社の直近の財務諸表を基礎に、資
産等の時価評価差額や発行会社の超過収益力等を加味して算定した１株当たりの純資産額に所
有株式数を乗じた金額で算定しています。実質価額の測定に際しては、経営者の判断および見
積りが、計算書類に重要な影響を与える可能性があります。資産等の時価ならびに発行会社の
超過収益力は、発行会社が生み出す見積将来キャッシュ・フローや成長率および割引率等の仮
定に基づいて測定しています。
上記の仮定は、経営者の最善の見積りによって決定されますが、将来の不確実な経済条件の
変動により影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要となった場合には翌事業年度の計
算書類に重要な影響を与える可能性があります。
関係会社株式の減損に係る見積りに関連する金額については、「（金融商品に関する注記）
２．金融商品の時価等に関する事項」に記載しています。
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（貸借対照表に関する注記）
１．偶発事象
（1）貸出コミットメント

当社は、子会社等の間に貸出コミットメント契約を締結しています。
当契約に係る貸出未実行残高は次の通りです。
貸出コミットメントの総額 77,850百万円
貸出実行残高 15,825
未実行残高 62,025

（2）訴訟
当社は、現在係争中の複数の訴訟等の当事者となっています。その最終結果について合理

的に見積もることが困難な訴訟等については、引当金を計上していません。当社は、これら
の訴訟等の結果が、現在入手可能な情報に基づき、当社の財政状態および経営成績に重大な
悪影響を及ぼすものであるとは想定していません。

a．当社は、2015年４月30日に、日本郵政インフォメーションテクノロジー㈱（以下
「JPiT」）を被告として、全国の郵便局等２万７千拠点を結ぶ通信ネットワークを新回線
（５次PNET）へ移行するプロジェクトに関してJPiTから受注した通信回線の敷設工事等の
追加業務に関する報酬等の支払いを求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
当社は、2013年２月７日付で締結した契約により、全国の日本郵政グループの事業所

拠点へ通信回線を整備する業務等をJPiTから受注し、その業務を遂行してきましたが、
JPiTからの要請により、当初の契約における受注業務の範囲を超える業務も実施してきま
した。
当社は、この追加業務に関する報酬等（約149億円）について、JPiTとの間で、これま

で長期間にわたり交渉を継続してきましたが、協議による解決には至りませんでした。こ
のため、やむを得ず、当該追加業務に関する報酬等の支払いを求めて訴訟を提起したもの
です。

b．当社は、2015年４月30日に、JPiTを原告、当社および㈱野村総合研究所（以下
「NRI」）を共同被告とする訴訟の提起を受けました。
JPiTは、当該訴訟において、当社およびNRIに対し、上記a.に記載の５次PNETへ移行

するプロジェクトに関して両社に発注した業務の履行遅滞等に伴い損害（161.5億円）が
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生じたとして、連帯してその賠償をするように求めています。
当社は、当該訴訟において、JPiTの主張を全面的に争う方針です。

なお、2015年７月29日付で上記b.の訴訟を上記a.の訴訟に併合する決定がありまし
た。当社は上記a.の訴訟について追加業務に関する報酬等を精査した結果、2015年11月
13日に、請求額を約149億円から約204億円に変更し、さらにJPiTに対して提供中の回
線の仕入価格の変更等を受けて、2016年10月12日に請求額を約204億円から約223億
円に、2017年９月７日に約223億円から約240億円に変更しました。
また、JPiTは上記b.の訴訟について2020年６月24日付で追加申立を行い、当社に対す

る請求額を161.5億円から168.1億円に変更しました。

２．国庫補助金等の受入による有形固定資産の圧縮記帳累計額
3,939百万円

３．附帯事業固定資産
附帯事業に係る固定資産については、少額なため電気通信事業固定資産に含めて表示してい

ます。なお、当事業年度末日現在の附帯事業固定資産の金額は1,286百万円です。

４．株式消費貸借取引契約による借入金
当社は、株式消費貸借取引契約により消費貸借取引を行っており、契約上その担保として受
け入れた現金を次の通り計上しています。
短期借入金 71,300百万円

上記取引の対象株式は、当社が子会社より株式消費貸借取引契約による消費貸借取引にて借
り入れた株式の一部であり、当社は売却または担保という方法で自由に処分できる権利を有し
ています。また、貸し出した株式については、借り手は売却または担保という方法で自由に処
分できる権利を有しています。当社が上記の子会社より消費貸借取引にて借り入れている株式
のうち、自己で保有している株式と貸し出している株式の時価は、それぞれ次の通りです。
自己保有株式の時価 40,291百万円
貸し出し株式の時価 153,567
借り入れた株式の時価 193,858
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５．財務制限条項
当社の有利子負債には財務制限条項が付されており、主な内容は次の通りです。
・連結会計年度末および第２四半期末において、当社グループの連結財政状態計算書におけ
る資本の額が、前年同期比75％を下回らないこと。
・事業年度末および第２四半期末において、当社の貸借対照表における純資産の額が、前年
同期比75％を下回らないこと。
・連結会計年度において、当社グループの連結損益計算書における営業損益または純損益が
２期連続損失とならないこと。
・事業年度において、当社の損益計算書における営業損益または当期純損益が２期連続損失
とならないこと。
・連結会計年度末および第２四半期末において、当社グループのネットレバレッジ・レシオ
（a）が一定の数値を上回らないこと。
a．ネットレバレッジ・レシオ＝ネットデット（b）÷調整後EBITDA（c）
b．当社グループの連結財政状態計算書に示される有利子負債から現金及び現金同等物に
一定の調整を加えたものを控除した額。なお、ここでいう有利子負債には資産流動化
（証券化）の手法による資金調達取引から生じた有利子負債を含めないなど一定の調整
あり。
c．EBITDAに金融機関との契約で定められた一定の調整を加えたもの。
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６．関係会社金銭債権債務
区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権債務は次の通りです。
長期金銭債権 44百万円
長期金銭債務 184
短期金銭債権 64,317
短期金銭債務 214,974

７．取締役に対する金銭債権債務
取締役に対する金銭債権債務は次の通りです。
金銭債権 20,750百万円
金銭債務 359

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
営業収益 69,099百万円
営業費用 291,524
営業取引以外の取引 40,231

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 79,843千株
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）
非適格現物出資 113,752百万円
投資有価証券評価損 43,192
未払金および未払費用 21,283
減価償却資産 18,394
資産除去債務 17,616
貸倒引当金 15,630
賞与引当金 10,960
契約負債およびその他流動負債 9,817
棚卸資産等 4,847
未払事業税 3,878
その他 16,672
繰延税金資産小計 276,041
評価性引当額 △163,326
繰延税金資産合計 112,715
繰延税金負債との相殺 △16,982
繰延税金資産の純額 95,733

（繰延税金負債）
資産除去債務に対応する除去費用 △6,259百万円
リース投資資産 △5,642
その他有価証券評価差額 △1,736
その他 △3,345
繰延税金負債合計 △16,982
繰延税金資産との相殺 16,982
繰延税金負債の純額 －
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（リースにより使用する固定資産に関する注記）
ファイナンス・リース取引により使用するリース資産
電気通信事業固定資産
機械設備 422,049百万円
空中線設備 265,763
端末設備 3,020
市内線路設備 1,269
市外線路設備 4,505
土木設備 8,352
建物 29,719
構築物 5,758
機械及び装置 6
車両 17
工具、器具及び備品 3,577
ソフトウエア 225,669
合計 969,704
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取り組み方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、金融機関からの借入、コマ
ーシャル・ぺーパーや社債の発行、債権流動化およびセール・アンド・リースバック取引に
よる資金調達を行っています。これらの資金調達は、主に設備投資を目的としています。

（2）金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制
投資有価証券は主に事業展開または業務運営における優位性の確保やシナジー効果の創出

を目的とする企業の株式であり、発行体の信用リスクおよび市場の価格変動リスクに晒され
ています。当該リスクに関しては、市場価格の変動を勘案して、発行体の財務状況等を継続
的にモニタリングしています。
営業債権である売掛金は販売代理店向け債権のほか、顧客向けの通信料債権、携帯電話端

末の割賦債権があり、それぞれ販売代理店および顧客の信用リスクに晒されています。販売
代理店向け債権に対する信用リスクに関しては社内の与信管理規程に従い、取引先毎の期日
管理および残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制として
います。顧客の信用リスクに関しては、顧客との契約時において社内基準に従った審査を行
うとともに、随時、顧客毎の利用状況や回収状況の確認を行い、回収不能額の増加を回避し
ています。割賦債権については外部機関に信用の照会を行っています。
短期貸付金は、主に当社の子会社であるHAPSモバイル㈱、テレニシ㈱、SBメディアホー

ルディングス㈱、日本コンピュータビジョン㈱への貸付金です。
リース債務は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものです。営業債務である買掛

金や未払金は、概ね１年以内の支払期日です。
短期借入金は、主に当社の子会社であるWireless City Planning㈱、SBペイメントサー

ビス㈱、㈱IDCフロンティア、SB C&S㈱からの借入金に加え、株式消費貸借取引契約や合
同運用指定金銭信託からの資金調達によるものです。なお、Wireless City Planning㈱か
らの借入は、Wireless City Planning㈱を委託者、信託銀行を受託者、当社を金銭の運用
先とする特定金銭信託契約に基づく資金の借入であり、実質的には同信託銀行を経由した借
入です。また、１年以内に期限到来の固定負債および長期借入金は、金融機関からの借入金
であり、社債およびコマーシャル・ペーパーは資本市場からの資金調達です。
デリバティブ取引は、変動金利の長期借入金に係る金利変動リスクを回避し支払利息の固

定化を図るための金利スワップ取引です。デリバティブ取引の執行・管理については、デリ
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バティブ取引管理規程に基づき運用されており、デリバティブの利用にあたっては信用リス
クを軽減するために、信用格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しており、異なる前提条件に

よった場合、当該価額が異なる場合があります。

２．金融商品の時価等に関する事項
当事業年度末における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りで

す。
なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれていません。（（注３）をご参照ください。）

また、現金は注記を省略しており、短期間で決済されるものについては時価が帳簿価額に近似
することから、注記を省略しています。

（単位：百万円）
貸借対照表計上額 時価 差額

（1） 投資有価証券
その他有価証券 16,511 16,511 －

（2） 関係会社株式
子会社株式 3,090 34,165 31,075
関連会社株式 2,565 6,424 3,859

（3） 売掛金 767,422
貸倒引当金（流動資産）（＊１） △23,710

743,712 743,712 －
（4） 預け金 72,087 72,087 －
資産計 837,965 872,899 34,934
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（単位：百万円）
貸借対照表計上額 時価 差額

（5） 社債 460,000 456,755 △3,245
（6） 長期借入金 1,244,546 1,255,778 11,232
（7） リース債務（固定負債） 515,199 518,968 3,769
（8） １年以内に期限到来の固定負債 322,165 322,165 －
（9） リース債務（流動負債） 291,384 291,384 －
（10）預り金 112,539 112,539 －
負債計 2,945,833 2,957,589 11,756
（11）デリバティブ取引（＊２） （3,331） （3,331） －

（＊１）売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しています。
（＊２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正

味の債務となる項目については、（ ）で表示しています。

（注１）時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下
の３つのレベルに分類しています。
レベル１：同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により測定した

時価
レベル２：レベル１以外の直接または間接的に観察可能なインプットを使用して測定した時価
レベル３：観察可能でないインプットを使用して測定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分
類しています。

（1）投資有価証券、（2）関係会社株式
これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価格に

よっています。活発な市場における同一銘柄の相場価格が入手できる場合の時価は、当
該相場価格を使用して測定し、レベル１に分類しています。

（3）売掛金
割賦債権は、満期までの期間および信用リスクを加味した利率により割引計算を行っ

ており、レベル２の時価に分類しています。割賦債権の時価は帳簿価額とほぼ等しいこ
― 71 ―

2022年05月24日 16時21分 $FOLDER; 72ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



とから、当該帳簿価額によっています。割賦債権を除く売掛金は、一定期間ごとに区分
した債権ごとに、債権額と満期までの期間および信用リスクを加味した利率を基に割引
現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しています。割賦債権を除く売
掛金の時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

（4）預け金
預け金は、一定期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間および信用

リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分
類しています。満期のない預け金の時価は、帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿
価額によっています。

（5）社債
社債の時価については、日本証券業協会公表の公社債店頭売買参考統計値に基づき算

定しており、レベル２の時価に分類しています。
（6）長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利
率で割り引いて算定する方法によっており、変動金利付の長期借入金はレベル２の時価、
固定金利付の長期借入金はレベル３の時価に分類しています。

（7）リース債務（固定負債）
リース債務の時価は、同一の残存期間で同条件のリース契約を締結する場合の金利を

用いて、元利金の合計額を割り引く方法によって見積もっており、レベル２の時価に分
類しています。

（8）１年以内に期限到来の固定負債
１年以内に期限到来の固定負債の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った

場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており、変動金利付の固定負債
はレベル２の時価、固定金利付の固定負債はレベル３の時価に分類しています。１年以
内に期限到来の固定負債の時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ています。

（9）リース債務（流動負債）
リース債務の時価は、同一の残存期間で同条件のリース契約を締結する場合の金利を

用いて、元利金の合計額を割り引く方法によって見積もっており、レベル２の時価に分
類しています。リース債務（流動負債）の時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該
帳簿価額によっています。
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（10）預り金
預り金の時価は、一定期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フロー

と、返済期日までの期間および信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により
算定しており、レベル２の時価に分類しています。要求払いの預り金の時価は、決算日
に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。

（注２）デリバティブ取引に関する事項
（1）ヘッジ会計が適用されていないもの

該当事項はありません。
（2）ヘッジ会計が適用されているもの

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの決
算日における契約額または契約において定められた元本相当額等は、次の通りです。

（単位：百万円）
ヘッジ会計の
方法

デリバティブ
取引の種類等

主な
ヘッジ対象 契約額等 契約額等のうち

１年超 時価（＊１）

原則的
処理方法

金利スワップ取引
支払固定・受取変動 長期借入金 700,000 700,000 （3,331）

（＊１）時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しており、
レベル２の時価に分類しています。
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（注３）市場価格のない株式等
（単位：百万円）

区 分 貸借対照表計上額
投資有価証券
非上場株式 8,227
関係会社株式
子会社株式
非上場株式 1,037,774
関連会社株式
非上場株式 164,981
その他 50,983
これらについては、「（1）投資有価証券」、「（2）関係会社株式」には含めており
ません。

（持分法損益等に関する注記）
関連会社に対する投資の金額 248,263百万円
持分法を適用した場合の投資の金額 251,924
持分法を適用した場合の投資損失の金額 87,337

(注)上記の金額は、いずれも当社の子会社が保有する関連会社に対する投資に係る金額を含め
て表示しています。
関連会社に対する投資の金額は、会社計算規則第120条第１項の規定に基づき、国際会
計基準に準拠した場合に持分法の適用対象となる投資の帳簿価額であり、持分法を適用
した場合の投資の金額および持分法を適用した場合の投資損失の金額は、同基準に準拠
したものです。
なお、持分法を適用した場合の投資損失の金額は、持分法による投資の減損損失の金額
を含めて表示しています。
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（関連当事者との取引に関する注記）
子会社

種類 会社名 事業の内容
または職業

議決権等の
所有

（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

（百万円）

期末残高

科目 金額
（百万円）

子会社
Wireless
City

Planning㈱
電気通信
事業

(所有)
直接31.8

役員の兼任
資金の借入 配当金の受取 29,991 ― ―

子会社 Aホールディングス㈱ 持ち株会社 (所有)
直接50.0

役員の兼任
株式の借入

株式の借入
（＊１）
貸借料の支払
（＊１）

193,858

5 前払費用 3
配当金の受取 1,917 ― ―

資本の払戻 36,680 ― ―

取引条件および取引条件の決定方針等
（＊１）株式消費貸借取引契約の内容については、「（貸借対照表に関する注記）４.株式消費貸

借取引契約による借入金」に記載しています。
貸借料については、外部金融機関との間で行う消費貸借取引を参考にしています。
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役員及び個人主要株主等

種類 会社名 事業の内容
または職業

議決権等の
所有

（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

（百万円）

期末残高

科目 金額
（百万円）

役員及
びその
近親者

宮内 謙 当社取締役 （所有）
直接0.06 当社取締役

ストックオプシ
ョンの権利行使
（＊１）

498 ― ―

役員及
びその
近親者

宮川 潤一 当社取締役 （所有）
直接0.32 当社取締役

ストックオプシ
ョンの権利行使
（＊１）

249 ― ―
資金の貸付
(＊２)(＊３)
(＊４)(＊５)

20,000
役員及び従業
員に対する長
期貸付金

20,000
貸付金利息
の受取
（＊２）

212 ― ―

預託金の受取
（＊２） 250 その他の流動負債 39
預託金利息
の支払 1 ― ―

役員及
びその
近親者

榛葉 淳 当社取締役 （所有）
直接0.02 当社取締役

ストックオプシ
ョンの権利行使
（＊１）

249 ― ―

役員及
びその
近親者

今井 康之 当社取締役 （所有）
直接0.02 当社取締役

ストックオプシ
ョンの権利行使
（＊１）

249 ― ―

資金の貸付
(＊２)(＊３)
(＊４)

430
役員及び従業
員に対する長
期貸付金

430

貸付金利息
の受取 4 ― ―

役員及
びその
近親者

藤原 和彦 当社取締役 （所有）
直接0.02 当社取締役

ストックオプシ
ョンの権利行使
（＊１）

187 ― ―
資金の貸付
(＊２)(＊３)
(＊４)

320
役員及び従業
員に対する長
期貸付金

320

貸付金利息
の受取 0 ― ―

預託金の受取
(＊２) 320 その他の流動負債 320

預託金利息
の支払 0 ― ―

役員及
びその
近親者

孫 正義 当社取締役 （所有）
直接0.05 当社取締役

ストックオプシ
ョンの権利行使
（＊１）

498 ― ―
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取引条件および取引条件の決定方針等
（＊１）会社法に基づき、2018年３月６日および2018年３月27日の取締役会において決議さ

れたストックオプションの当事業年度における権利行使を記載しています。なお、取引
金額はストックオプションの権利行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載
しています。

（＊２）貸付利率は市場金利および借入期間に類似する当社での実績借入利率を勘案して合理的
に算定した固定金利1.1%、返済条件は2026年３月31日を弁済期日とする満期一括返
済で、合意による2031年３月31日までの５年間の期間延長および借入人の選択による
期限前弁済が可能です。また、借入人は本貸付金残高を上限として資金を当社へ預託す
ることが可能で、預託した場合の利率は貸付利率と同一です。預託金の残高の減少は貸
付金利息との相殺になります。

（＊３）本取引については、借入人の以下の資産が担保として設定されています。
・本貸付金により購入したソフトバンク㈱の株式

（＊４）弁済期日前に担保の公正価値が貸付金残高の一定割合を下回った場合には、当社は借入
人に対し追加担保資産の差し入れを要求することができます。
また、上記に該当する場合、当社は一定の範囲で借入人の将来の当社グループの報酬
等の一部を留保し、貸付金の弁済に充てる権利(以下「追加的権利」)を有しています。

（＊５）弁済期限到来金額のうち担保実行および追加的権利を行使した後の不足額の全額につい
て、取締役である孫正義による保証が付与されています。
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（資産除去債務に関する注記）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
主に基地局の一部、データセンター、ネットワークセンターおよび本社ビル等の事務所に
ついて、設備撤去または原状回復に係る費用等を合理的に見積り、資産除去債務を認識し
ています。
これらの費用の金額や支払時期の見積りは、現在の事業計画等に基づくものであり、将来
の事業計画等により今後変更される可能性があります。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を見積り、割引率は利付国債平均利回りを使用しています。

３．当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 67,762百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 856
時の経過による調整額 144
資産除去債務の履行による減少額 △11,332
見積りの変更による増加額 100
期末残高 57,530

４．当該資産除去債務の見積りの変更
通信トラフィックの需要や通信設備の効率運用、設備更新等を検討した結果、一部の通信
設備の撤去の蓋然性が高まったため、資産除去債務を100百万円計上しています。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 181円87銭
１株当たり当期純利益 77円51銭

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）４．収益および費用の計上基準」に記載の通りです。
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